
ごあいさつ

　日頃より皆さまにおかれましては、北陸労働金庫の発展のために格別のご支援、

ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　2008年度の日本経済を振り返りますと、米国サブプライム問題に端を発した

金融危機が、リーマンショック以降、全世界の実態経済に影響を与え、輸出関連

企業をはじめとする多くの企業の収益悪化をもたらし、これに伴い雇用や所得環

境も急速に悪化するなど、過去最大級の景気の落ち込みとなりました。

　こうした状況の中、長期金利は期初に上昇基調で推移したものの、その後は低

下基調を辿り、期末に向けて前年度と概ね同水準となる展開となりました。また、

株式市場は世界金融不安・信用収縮による景気の急激な悪化を受け大波乱となり、株価が大幅に低落しました。

　このような金融経済情勢にあって、2008年度は当金庫「第3期中期計画」のスタート年度として、《未来の礎を築

く3年間》とし、①金融サービスの向上②取引基盤の拡大③安定した収益基盤の確立④次世代システムの構築の 4

つの政策課題の実現を図るべく業務の展開をしました。

　業績は、預金が 78億76百万円増加し、期末残高は6,570億9百万円となり、増加目標額達成率は131,27%

でした。一方、融資は 240億85百万円増加し、期末残高は 3,884億25百万円となり、増加目標額達成率は

437,36%でした。当期純利益は、厳しい金融・経済環境の中で、5億91百万円を確保することができました。

　特に当金庫は、勤労者のための金融機関たる存在意義を改めて認識し、離職や収入減等の厳しい環境下にある

勤労者の生活をできる限り支援するため、「勤労者生活支援特別融資制度」をはじめ

”

生活応援” を前面に打ち出し、

金融サービスを通してその役割を発揮してまいりました。

　最後に、当金庫を取り巻く環境はますます厳しさを増す中で、労金の役割発揮、全国合併・次世代システムへの

対応、コンプライアンス経営の実践や内部統制等の体制整備強化、統合リスク管理態勢の充実等に引き続き取り

組むこととし、安心・健全・貢献を実践し、勤労者とその家族の方々の「生活総合福祉金融機関」として、更なるステッ

プアップを図るべく役職員が率先して諸課題に取り組んでまいります。

　皆さま方には今後ともご支援とご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
2009年 7月

理事長  森 田 則 夫

名 称 : 北陸労働金庫
所 在 地 : 石川県金沢市芳斉2－15－18
設 立 : 2001年10月1日
常勤役職員数 : 492人
店 舗 数 : 34店舗（富山11、石川13、福井10）
事 業 内 容 : 労働金庫法に基づく預金、融資、為替、

国債・投信販売など金融業務全般

出 資 金 : 40億58百万円
団 体 会 員 数 : 2,117会員
間接構成員数 : 313,986人
預 金 残 高 : 6,570億9百万円
融 資 残 高 : 3,884億25百万円
自己資本比率 : 単体9.44%　連結9.45%
関 連 子 会 社 :（株）北陸労金サービス

金 庫 数 : 13金庫
店 鋪 数 : 668店鋪
常勤役職員数 : 10,953人
会 員 数 : 179,714会員

（うち団体会員数60,258会員）

間接構成員数 : 9,939,980人
出 資 金 : 904億円
預 金 残 高 : 15兆7,487億円
貸 出 金 残 高 : 10兆7,199億円
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■ ろうきんの考え方
 □ ろうきんの理念　□ ろうきんの基本姿勢

■ 事業計画
 □ 中期計画　□ 2009年度事業計画の主要課題　□ 2009年度計数計画

■ 事業の概況と今後の経営方針
 □ 2008年度事業の概況　□ 主な経営指標　

 □ 自己資本の状況　□ 資産内容の開示

■ リスク管理態勢とコンプライアンス
 □ リスク管理の態勢　

 □ コンプライアンスの態勢

■ 利用者保護への対応
 □顧客保護等管理態勢　□ 個人情報保護法への対応　

 □ ペイオフへの対応　□ 保険募集への対応　□ 金融商品に関する勧誘方針　

 □ インターネットバンキングにおけるセキュリティ向上の取り組み

■ 企業の社会的責任（CSR）への取り組み
 □ 地域のために　□ お客さまのために　

 □ 環境のために　□ 職員のために　□ 社会貢献活動

■ 営業のご案内
 □ 融資商品　□ 預金商品　

 □ 各種業務のご案内　□ 各種手数料

■ 当金庫の概要
 □ あゆみ　□ 組織図　□ 役員の一覧　□ 常勤役員等の兼職の状況

 □ 店舗一覧　□ ATM・CD設置一覧

■ 資料編（財務データ）

■ 索引（開示項目一覧）

本誌は、「労働金庫法第94条第1項に

おいて準用する銀行法第21条（業務及

び財産の状況に関する説明書類の縦覧

等）」ならびに「金融機能の再生のための

緊急措置に関する法律第7条」の規定に

基づいて作成したディスクロージャー資

料です。

金額及び諸比率の
表示方法のご案内

1. 金額単位

（1） 各表に表示した金額は、単位未満の
端数を切り捨てて記載しています。
（ただし、「金融機能の再生のための
緊急措置に関する法律」第7条の規
定に基づく「資産の査定の公表」に
ついては、金額単位未満を四捨五入
しています。）

（2） 小計、合計等の合算は、円単位まで
算出し、単位未満を切り捨てて記載
しています。したがって、内訳の合
計と小計欄・合計欄の金額が一致
しない場合があります。

（3） 期中増減額（比率）、諸利回り、諸比
率等の算出は、各表上の単位未満を
切り捨てた計数を使用しています。
なお、官庁報告に係る諸比率等につ
いては、報告数値をそのまま記載し
ています。

（4） 該当する項目に計数がない場合は
「–」、単位未満に計数がある場合は
「0」で表示しています。

2. 諸利回り・諸比率

小数点第3位を切り捨てし、第2位まで
を記載しています。

ろうきんの現況2009
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ろうきんの 考 え 方

ろうきんの

理  念

ろうきんの

基本姿勢

ろうきんの

キーワード

●ろうきんは、働く人の夢と共感を創造する協同組織の福祉金融機関です。

●ろうきんは、会員が行う経済・福祉・環境および文化にかかわる活動を促進し、
　人々が喜びをもって共生できる社会の実現に寄与することを目的とします。

●ろうきんは、働く人の団体、広く市民の参加による団体を会員とし、
　そのネットワークによって成り立っています。

●会員は、平等の立場でろうきんの運営に参画し、運動と事業の発展に努めます。

●ろうきんは、誠実・公正および公開を旨とし、健全経営に徹して
　会員の信頼に応えます。

『安心』
勤労者の

暮らしを支える
事業の推進

『健全』
健全経営と
経営基盤の
拡大・強化

『貢献』
地域福祉に
貢献する
事業の展開

ろうきんは、働く仲間がつくった 金融機関です。

ろうきんは、労働組合や生活協同組合の働く仲間が、お互いを助け合うために資金を出し
合ってつくった協同組織の金融機関です。ろうきんは、働く人たちの暮らしを支え、だれ
もが喜びをもって共生できる社会の実現に寄与することを目的としています。

ろうきんは、営利を目的としない 金融機関です。

ろうきんは、労働金庫法に基づいて、営利を目的とせず、公平かつ民主的に運営されてい
ます。会員は、平等の立場でろうきんを利用するだけでなく、ろうきんの運営にも参画し、
会員自らの活動と協同組織の運動を築いています。

ろうきんは、生活者本位に考える 金融機関です。

ろうきんの業務内容は、預金・融資・各種サービスなど、一般の金融機関とほとんど変わ
りません。しかし、ろうきんでは、資金の運用が生活者本位に行われているのが特徴です。
働く人たちからお預かりした資金は、住宅や車の購入、教育、結婚資金など、働く人たちの
生活を守り、より豊かにするために役立てられています。

目的

運営

運用
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中期計画
　北陸ろうきんでは、2008年度から2010年度までの 3
カ年を「第3期中期計画」と位置付け、更なる良質で安全な
金融サービスの持続的なご提供を目指し、主要政策課題に
積極的に取り組んでおります。

第3期中期計画

ずっと快適な金融サービスを
提供し続けるために

~ろうきんを働く人のライフラインに~

金融サービスの向上

会員の信頼と期待に応えるろうきん

取引基盤の拡大

より多くの人が参加するろうきん運動へ

安定した収益基盤の確立

持続した金融サービス提供を可能とする
自己資本の充実

次世代オンラインシステム構築

全国ろうきんの業務・事務の統一

2008年 2009年 2010年

第
3
期
中
期
計
画
の
骨
子

2009年度事業計画の主要課題
　2009年度は、第3期中期計画の2年目として、政策の実
現を図り、お客さまのろうきん取引の一層の活発化につな
げていかなければなりません。労働金庫法で掲げる「非営利
原則」「直接奉仕原則」を具現化するために、お客さまへ安心
と良質な金融サービスを行うこと、そして「緊急相談活動」
などを通じ徹底してお客さまの生活応援を行うことを「労
働金庫の使命」ととらえ、社会的役割を発揮するために強
固な運動基盤をつくり、持続的な経営の安定化をめざして
2009年度の事業では次の具体的施策を重点的に展開して
いきます。

❶ 生活応援運動の更なる強化
　 「特別緊急融資」「返済条件の見直し」「緊急相談活動」など
❷ 取引基盤の拡大・強化（資産形成、融資利用の積極的推進）
❸ 店舗政策の具体化
❹ 自動機利用推進等と全面キャッシュバック
❺ 若年層対策の強化
❻ 生涯取引の推進
❼ 社会貢献の推進
❽ 営業力の強化
❾ 情報提供機能・体制の強化
10 企業年金制度（確定拠出年金）整備への支援と情報提供
11 ホームページ・インターネットバンキングの充実
12 「カイゼン」提案制度とCS活動の推進
13 融資信用リスクの管理の高度化と商品戦略への展開
14 次世代システムの構築

事業計画



2009年度計数計画
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融資

□年間増加額 : 98億円
□年間増加率 : 2.54%

（単位 : 百万円）

預金

□年間増加額 : 60億円
□年間増加率 : 0.91%

（単位 : 百万円）

400,000

390,000

380,000

370,000

360,000

350,000

340,000
2007年度
実績

2008年度
実績

2009年度
目標

364,340

388,425

398,324
670,000

665,000

660,000

655,000

650,000

645,000

640,000
2007年度
実績

2008年度
実績

2009年度
目標

649,132

657,009

663,009
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事業の概況と今後の経営方針

2008年度事業の概況
　2008年度は、「第3期中期計画」の初年度として、次に掲げる４つの政策課題の実現を図るための業務展開を行いました。
　①金融サービスの向上　②取引基盤の拡大　③安定した収益基盤の確立　④次世代システム構築
　これらを実現するために行った特徴的な取り組みは以下のとおりです。
■ 生活応援運動の一環として国とタイアップし、企業の合理化や倒産などで住居を無くしたお客さまに対して、住宅入居初
　 期費用や就職活動費用などを融資する「就職安定資金」の取り扱いを始めました。
■ お客さまの住宅関連の資金繰りをバックアップするため、2008年5月より住宅ローン固定金利選択型10年物の基準金利
　 を0.5％引き下げ、また、自動車ローン・教育ローンに特別金利を設定して「家計にやさしいろうきん」をアピールしました。
■ 会員とろうきんの情報交換を行うツールとして「ろうきんVoice」を創刊し、隔月で発行しました。
■ 全労済の「労金住宅ローン専用火災共済（付帯自然災害共済）」の取り扱いを2009年1月より開始しました。
■ 統合的リスク管理の強化、経費削減の徹底を図ることによって収益基盤の安定に努めました。
■ 次世代システムの構築により事務負担の軽減、事務ミスの削減、事務コストの削減、新たな営業戦略の構築を目指し、シ
　 ステム開発に積極的に係わるため、「北陸労金次世代システム推進会議」を設置しました。

会員及び出資金

　団体会員は、2007年度より50会員減少し、2,117会員となりました（間接構成員数313,986人）。
　出資金は、2007年度より増減は無く、40億58百万円となりました。

融資

　融資は年間240億85百万円増加（増加率6.61％）し、期末残
高は3,884億25百万円となり、期末目標残高を185億78百万
円上回る結果となりました（期末目標残高3,698億47百万円、
目標達成率105.02％）。このうち、個人融資は237億72百万
円増加し、団体融資は3億12百万円増加しました。
　個人融資の増加額の内訳は、有担保証書貸付が219億89百万
円の増加となりました。無担保証書貸付は17億83百万円増加
しましたが、カードローンが7億12百万円減少し、無担保ローン
全体では10億70百万円の増加となりました。また、手形貸付を
含むその他の個人貸付は7億12百万円の増加となりました。

■ 融資残高の推移 
（単位 : 百万円） 

預金

　預金は年間78億76百万円増加し ( 増加率1.21％ )、期末残
高は6,570億9百万円となり、期末目標残高を18億77百万円
上回る結果となりました。（期末目標残高6,551億32百万円、残
高目標達成率100.28％）。このうち、個人預金では 86億99
百万円増加しましたが、団体預金は8億23百万円減少しました。

■ 預金残高の推移（譲渡性預金を含む）
（単位 : 百万円） 

※2007年4月に住宅ローンの一部を証券化（180億41百万円）しております。

390,000

385,000

380,000

375,000

370,000

365,000

360,000
2006年度 2007年度 2008年度

380,524

364,340

388,425660,000

655,000

650,000

645,000

640,000

635,000

630,000
2006年度 2007年度 2008年度

643,033

649,132

657,009
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収支状況

　経常収益については、前年度比4億2百万円増加し131億44
百万円となりました。これは、資金運用収益の貸出金利息が前年
度比5億88百万円、預け金利息が前年度比2億39百万円それぞ
れ増加し、その他業務収益は貸出金証券化譲渡益を計上した影響
で前年度比4億62百万円減少したことによるものです。
　一方、経常費用については、前年度比8億38百万円増加し
123億10百万円となりました。これは、資金調達費用の預金利
息等が前年度比3億16百万円増加したことと、2008年9月の
リーマンショック以降の世界的な金融・経済危機の影響を受けて、
保有有価証券を9億6百万円減損処理したことによるものです。
　その結果、経常利益は前年度比4億36百万円減少し8億34
百万円となり、特別損益を加味した税引前当期純利益は前年度比
５億10百万円減少し８億32百万円、税引後の当期純利益は前年
度比3億1百万円減少し５億91百万円となりました。
　今年度は上記要因により増収・減益となりましたが、実質的な
本業の収益力の指標でありますコア業務純益（業務純益から、一
般貸倒引当金繰入額および国債等債権売却損益を除いた利益）は
前年度比1億12百万円増加し18億14百万円となっており、当
金庫の収益基盤は順調に拡大しています。

事業展望及び今後の課題

　当金庫は、第3期中期計画の達成を目指して、初年度に住宅ロ
ーン金利の引き下げ、自動車ローン、教育ローンにおける特別金
利キャンペーン実施など、融資増強策を展開しました。その結果、
住宅・自動車市場の悪化にもかかわらず、融資新規実行目標520
億円に対して682億円と過去5年間で最高の実績を上げること
ができました。
　一方、米国発の金融危機で資金運用環境が大幅に悪化し、当金
庫の運用ポジションも一部償却が必要となるなど影響を受けま
した。景気回復の兆しが現れるのは今年度後半以降になるとの経
済予測もあり、勤労者の生活環境はしばらく厳しさが続くと思わ
れます。
　このような大きな経済情勢の影響を受ける中でも、2009年3
月末で当期純利益は5億91百万円を確保することができました。
　今後は、金融情勢の変化による影響を吸収し、良質な金融サー
ビスを持続的に提供できる体質づくり、特に営業力の強化と無担
保ローンの拡大を通して更なる収益構造の改善に努めます。

主な経営指標
■ 主要な事業の状況を示す指標 （単位 : 百万円）

項　目 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度

経常収益 　13,144 12,742 11,491 11,703 11,576

経常利益 　　834 1,271 1,162 1,991 1,361

当期純利益 　　　　591 893 643 983 594

業務純益 　884 1,749 1,343 2,115 1,510

純資産額 26,504 27,910 28,535 26,255 26,505

総資産額 692,107 685,028 678,524 667,106 660,091

預金積金残高（譲渡性預金除く） 656,159 649,082 641,416 632,543 623,946 

貸出金残高 388,425 364,340 380,524 369,553 360,479 

有価証券残高 　74,452 86,275 90,570 99,328 109,502

出資総額 4,058 4,058 4,058 3,536 3,038

出資総口数（口） 4,058,230 4,058,230 4,058,230 3,536,177 3,038,230

出資に対する配当金 　161 161 154 122 121

職員数（人） 　476 475 467 396 439

単体自己資本比率 9.44% 9.54% 10.04% 8.16% 8.07% 

（注） 1. 貸借対照表関係の項目については、各年度の期末残高を記載しています。
 2. 単体自己資本比率は、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づく金融庁・厚生労働省告示に定められた算式に基づいて算出 
  したものです。なお、2006年度より算式が変更されました。主な変更点について8ページに記載しています。
 3.「業務純益」とは、「業務粗利益」から、「貸倒引当金純繰入額」及び「経費」を控除したもので、金融機関の基本的な業務の成果を示すといわれる利益指標です。
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■ 主要な業務の状況を示す指標 （単位 : 百万円）

項　目 2008年度 2007年度

業務粗利益 8,741 9,490

業務粗利益率 1.29% 1.42%

資金運用収支 10,204 9,735

役務取引等収支 △　563 △　557

その他業務収支 △　899 312

資金運用勘定平均残高 674,655 667,608

資金運用収益（受取利息） 12,360 11,575

資金運用収益増減（△）額 784 555

資金運用利回り 1.83% 1.73%

資金調達勘定平均残高 658,164 652,131

資金調達費用（支払利息） 2,156 1,840

資金調達費用増減（△）額 316 1,134

資金調達利回り 0.32% 0.28%

資金調達原価率 1.52% 1.49%

資金利鞘 0.31% 0.24%

総資産経常利益率 0.12% 0.18%

総資産当期純利益率 0.08% 0.13%

総資産業務純益率 0.12% 0.25%

純資産経常利益率 3.16% 4.58%

純資産当期純利益率 2.24% 3.21%

純資産業務純益率 　　3.35% 6.30%

（注） 1. 「業務粗利益」とは、預金、貸出金、有価証券などの
利息収支を示す「資金利益」、各種手数料などの収支
を示す「役務取引等利益」、債券などの売買益を示す
「その他業務利益」の合計です。

  　　　　　　　　　　  業務粗利益
  業務粗利益率  =  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　×100
  　　　　　　　　 資金運用勘定平均残高　

 2. 利益率・純益率

  総資産（純）利益率（又は純益率）

　　　　　　　　　 （純）利益（又は純益）
  =　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　 ×100
  　　総資産（除く債務保証見返）平均残高

  純資産（純）利益率（又は純益率）

  　　　　　 （純）利益（又は純益）
  =　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　 ×100
  　　純資産（外部流出額を除く）期末残高

■ 出資配当等 （単位 : 千円）

項　目
2008年度
総会承認日（2009年6月25日）

2007年度
総会承認日（2008年6月24日）

出資配当
（配当率）

161,868
（年4%の割合）

161,829
（年4%の割合）

利用配当 － －

配当負担率 21.51% 15.19%

（注）
　　　　　　　    出資配当+利用配当
 配当負担率　=　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　×100
　　　　　　　      当期未処分剰余金



　　　　　　　　　　自己資本の額  （ 基本的項目  +  補完的項目  －  控除項目 ）　　　　　
自己資本比率　=　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－   ×100

　　　　　 信用リスク・アセット（注1）  +  オペレーショナル・リスク相当額  × 12.5（注2）　

（注1）　資産の各項目にリスク・ウェイトを乗じて得た額の合計額+各オフ・バランス取引の与信相当額にリスク・ウェイトを乗じて得た額の合計額
（注2）　8%（国際統一基準の自己資本比率）の逆数である12.5を乗じています。
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自己資本の状況
■ 単体自己資本比率（国内基準）

　自己資本比率は、金融機関の自己資本の状況が適当であるかどうかを判断するための基準として、法令により定められた指標です。海外
に営業拠点をもつ金融機関には国際統一基準と呼ばれる自己資本比率が、それ以外の金融機関には国内基準と呼ばれる比率が適用されます。 
　基準の改正により、2006年度末から自己資本比率の算式が変更されました。変更後の算式は以下のとおりです。

（注）  当金庫は、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規
定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己
資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金
融庁・厚生労働省告示第7号）により、自己資本比率を算定しています。

 
2008年度末 2007年度末

9.44% 9.54%

「自己資本比率」とは

算式の主な変更点は、以下の2点です。

❶ 信用リスク・アセットの計算方法の精緻化

　旧基準では、すべての金融機関が一律のリスク・ウェイトを適用していましたが、新基準では、以下のア又はイのいずれかの手法を金融
機関が選択することになりました。         

ア . 標準的手法 ・・・・・・　 旧基準よりも細分化されたリスク・ウェイト（0%~350%）を資産に乗じて信用リスク・アセットを算出します。 
主な資産のリスク・ウェイトでは、抵当権付住宅ローンが50%から35%に、住宅ローン以外の個人向けローン（1
億円未満）が100%から75%に引き下げられました。また、事業法人向けローン、社債等のリスク・ウェイトは
旧基準では100%でしたが、新基準では格付機関の格付等に応じて設定されたリスク・ウェイト（20%~150%）
が適用されることになりました。     

イ .内部格付手法 ・・・・ 　金融機関が内部格付制度を整備し、格付ごとのデフォルト確率（融資先が債務不履行に陥る確率）等を推計します。
　その推計値に基づき算出したリスク・ウェイトを資産に乗じて信用リスク・アセットを算出します。 

❷ 分母にオペレーショナル・リスクを追加（ア～ウのいずれかの手法を金融機関が選択）

ア .基礎的手法 ・・・・・・　粗利益の15%（直近3年の平均値）をオペレーショナル・リスク相当額とします。    

イ .粗利益配分手法 ・・ 　業務区分を8つに分け、区分ごとの粗利益（直近3年の平均値）にそれぞれ異なる掛け目（12%、15%、18%）　
を乗じた合計値をオペレーショナル・リスク相当額とします。      
 

ウ .先進的計測手法 ・・　金融機関が独自に構築した計量モデルにより算出した損失額をオペレーショナル・リスク相当額とします。  

　当金庫では、信用リスク・アセットは「標準的手法」、オペレーショナル・リスク相当額は「基礎的手法」により算出しています。
　国内業務のみを行う労働金庫の場合、自己資本比率が4%に満たない場合、その満たない程度に応じて各種の行政措置が発動されます。
これが「早期是正措置」と呼ばれるもので、最も厳しい措置は業務の停止命令です。
　当金庫の自己資本比率は9.44%ですから、行政措置を受けることはありません。しかし、保有する資産が毀損するリスクを可能な限り抑え、
一方で毀損に対する最終的な補填原資である自己資本の充実に努めてまいります。
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　2008年度末の自己資本のうち、出資金はすべて「普通出資金」により調達しています。

●「出資金」とは     
会員の皆さまより出資いただいた金額で、万が一の際に当金庫が負う債務に対
する最終的な引当てになる基本財産の額です。    
      
●「利益準備金」とは     
労働金庫法第60条第1項の規定に基づき、当金庫が上記出資金の総額に達する
まで毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金額を、万が一の
際の損失を補填するための準備金として積み立てている法定準備金を指します。

●「特別積立金」とは     
当金庫が自己資本の充実を図り、より安定した事業活動を継続していくために、
主に以下のような各目的で積み立てている積立金の合計額です。

（1）金利変動等準備積立金     
 市場金利の変動に耐えられる財務的な基盤を確保するための積立金です。 
       
（2）機械化積立金      
  事務処理などの機械化に伴う将来的な追加投資に耐え得る財務体質を作り

上げるための積立金です。     
    

（3）配当準備積立金      
  配当に要する利益を計上できない場合に備えて、配当原資を確保するため

の積立金です。      
     

（4）経営基盤強化積立金
 将来の支出増大などに備えて経営基盤強化に資するための積立金です。 

●「次期繰越金」とは
当期の剰余金のうち、配当などの外部流出額と上記の準備金、積立金への繰入額
を除いた翌期への繰越額です。     

●「その他有価証券の評価差損」とは 
2001年3月期決算から実施した金融商品の時価会計によって、「時価の変動に
より利益を得ること、あるいは満期まで所有する意図をもって所有すること」以
外を目的とした有価証券については、決算日時点での時価を計上することとなり
ましたが、時価が帳簿価額を下回っている場合に、その減額見合いを純資産の部
に計上するのが「その他有価証券の評価差損」で、相当額を自己資本の額から控
除することとなります。なお、時価が帳簿価額を上回っているときには、その増
額見合いとして、いわば「その他有価証券の評価差益」を計上することとなりま
すが、この場合には、相当額は自己資本の額に加算することができません。

●「証券化取引に伴い増加した自己資本相当額」とは
証券化取引に伴う債権譲渡により売却益が発生した場合、売却収入から取引関
連費用及び売却原価を控除した額（税効果勘案後）が「証券化取引に伴い増加し
た自己資本相当額」です。     
       
●「土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額」とは
労働金庫が保有している事業用土地を時価（公示地価等）で評価し、それまでの
帳簿価額を上回った場合には、その「差額」を貸借対照表に有形固定資産として
計上することが認められています。自己資本比率算出にあたっては、この「差額」
の45%を分子の自己資本に加算することになります。ただし、この「差額」（そ
の45%部分）は、後で説明する一般貸倒引当金とともに、自己資本の「補完的
項目」として取り扱われますので、無条件で全額の加算はできません。補完的
項目として加算できる額は、基本項目の額が限度となります。   
  
●「一般貸倒引当金」とは
引当金は将来の費用又は損失に対して引き当て（積み立て）るものです。当金
庫においては一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び退職給付引当金等の7種類を
引き当てております。このうち、一般貸倒引当金は、資産の部の単なる控除項目
というよりは資本としての色彩が強いと見ることができ、自己資本の補完的項目
に加算することが認められています。ただし、加算できる額は自己資本比率の分
母（リスク・アセット額）の0.625%が限度となります。   

●「証券化エクスポージャー」とは
証券化取引に係るエクスポージャーのことです。「証券化」とは、債権や不動産な
ど一定のキャッシュフロー（利息収入等）を生む資産を裏付けとして証券等を発
行し、第三者に売却することです。「エクスポージャー」とは、リスクにさらされ
ている資産等の金額のことです。     

●「信用補完機能を持つ I/Oストリップス」とは
証券化取引により譲渡した原資産から将来において生じることが見込まれる金
利収入等の全部又は一部を受ける権利であって、当該証券化取引に係るほかの
証券化エクスポージャーに対する信用補完として利用されるように仕組まれた
ものをいいます。      
   
●「自己資本」とは
以上説明した基本的項目の額と補完的項目の額（基本的項目の額を限度としま
す。）の合計額から控除項目の額を控除した金額が、自己資本比率計算で使う自
己資本の額となります。 

用語 の 解説

1 自己資本の構成に関する事項 （単位 : 百万円）

項　　目 2008年度末 2007年度末

基本的項目
（Tier1）

出資金 4,058 4,058
利益準備金 4,059 4,059
特別積立金 20,098 19,668
次期繰越金 160 160
その他有価証券の評価差損（△） － △538
証券化取引に伴い増加した自己資本相当額（△） △ 208 △257

計　　　　　　　　　　　　　　　（A） 28,167 27,150

補完的項目
（Tier2）

土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45%相当額 231 231
一般貸倒引当金 352 375

計　　　　　　　　　　　　　　　（B） 583 606

控除項目
基本的項目からの控除分を除く、自己資本控除とされる
証券化エクスポージャー及び信用補完機能を持つ I/Oストリップス 708 708

計　　　　　　　　　　　　　　　（C） 708 708
自己資本 （A）+（B）－（C）� （D） 28,043 27,048

自己資本調達手段の概要

（注）　2008年度末の「その他有価証券の評価差損（△）」は、平成20年金融庁・厚生労働省告示第7号に基づく特例に従い当該金額を記載しておりません。
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2 自己資本の充実度に関する事項

リスク・アセット及び所要自己資本 （単位 : 百万円）

2008年度末 2007年度末

リスク・アセット（注1） 所要自己資本（注2） リスク・アセット（注1） 所要自己資本（注2）

信用リスク� （C） 278,522 11,140 264,690 10,587
標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー（注3） 276,318 11,052 262,406 10,496

ソブリン向け（注4） 543 21 742 29
金融機関向け 45,681 1,827 47,650 1,906
事業法人等向け 5,633 225 6,811 272
中小企業等・個人向け 124,794 4,991 111,484 4,459
抵当権付住宅ローン 73,671 2,946 71,613 2,864
不動産取得等事業向け 679 27 1,359 54
延滞債権（注5） 1,834 73 1,165 46
その他（注6） 23,479 939 21,580 863

証券化エクスポージャー 2,204 88 2,284 91
オペレーショナル・リスク（注7） （D） 18,276 731 18,592 743
リスク・アセット、所要自己資本の総額� （C）+（D）　（E） 296,799 11,871 283,283 11,331
単体自己資本比率（国内基準）� （A）/（E）×100 9.44% 9.54%
単体におけるTier1比率　� （B）/（E）×100 9.49% 9.58%

（注）1.   リスク・アセットは、貸借対照表に記載された資産（債務保証見返を除く）に、その種類あるいは取引相手の信用リスクの度合いに応じて設定されたリスク・ウェイ
トを乗じて算定した額のことです。なお、当金庫では、格付機関の格付等に応じて設定されたリスク・ウェイト（0%~350%）を使用する「標準的手法」を採用し
ています。貸借対照表に記載されないコミットメントや金利関連取引などにも信用リスクを伴うものがあります。上記同様、リスク・ウェイトを使ってリスク・ア
セットを計算することとなっています。

   なお、貸借対照表に計上している労働金庫が行う債務保証の見返勘定はオフ・バランス取引として取り扱うことになっています。当金庫のオフ・バランスに係るリ
スク・アセットの額の大半は、公的な代理業務に付随して発生する債務保証に関係するものです。

 2. 所要自己資本=リスク・アセット×4%         
 3. 「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産等の金額のことです。        
 4. 「ソブリン」とは、中央政府、中央銀行、政府関係機関等のことです。
 5. 「延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞しているエクスポージャーのことです。     
 6. 標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャーのうち「その他」は、取立未済手形、出資金、オフ・バランス取引等です。  
 7.  オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、又は外生的な事象により損失を被るリスクのことです。当金庫

では、基礎的手法により、リスク量を算定しています。 

基礎的手法の算定方法
　　　　　　　　　　　　　　　粗利益（直近3年間のうち粗利益が正の値）×15%
オペレーショナル・リスク　=　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　×12.5
　　　　　　　　　　　　　　　　直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数 

自己資本 （単位 : 百万円）

2008年度末 2007年度末

自己資本� （A） 28,043 27,048
基本的項目（Tier1） （B） 28,167 27,150
補完的項目（Tier2） 583 606
控除項目 708 708

●現在の自己資本の充実状況について
2008年度末の当金庫の自己資本比率は9.44%であり、国内基準の4%を大きく上回っています。また、自己資本のうち基本的項目
（Tier1）の占める割合が非常に高く、補完的項目（Tier2）の占める割合がごくわずかであることから、Tier1比率が9.49%で自己資本比
率とほぼ同じ水準となっています。基本的項目（Tier1）は出資金・利益準備金・特別積立金等で構成されており、自己資本に占める割合が
高ければ、より健全性が高いといえます。したがって、当金庫の自己資本は、質・量ともに充実していると評価しています。

●将来の自己資本の充実策
当金庫では、3カ年の中期計画及び単年度の事業計画を策定しています。計画に基づく諸施策を着実に実行することで安定的に利益を確
保し、内部留保を積み上げることにより、自己資本の充実を図ります。

金庫の自己資本の充実度に関する評価方法の概要
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3 信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）

業種別 （単位 : 百万円）

エクスポー
ジャー
区分

業種
区分

合　計
延滞

エクスポージャー
（注3）

貸出金、コミットメント
及びその他の

デリバティブ以外の
オフ・バランス取引

債　券
店頭

デリバティブ
取引

複数の資産を
裏付けとする資産
（ファンド等）
（注1）

その他の
資産等
（注2）

2008
年度末

2007
年度末

2008
年度末

2007
年度末

2008
年度末

2007
年度末

2008
年度末

2007
年度末

2008
年度末

2007
年度末

2008
年度末

2007
年度末

2008
年度末

2007
年度末

製造業 2,901 3,512 － － 2,896 3,503 － － － － 4 9 － －

農　業 － － － － － － － － － － － － － －

林　業 － － － － － － － － － － － － － －

漁　業 － － － － － － － － － － － － － －

鉱　業 － － － － － － － － － － － － － －

建設業 － － － － － － － － － － － － － －

電気・ガス・熱
供給・水道業 1,706 1,607 － － 1,698 1,599 － － － － 8 7 － －

運輸・通信業 706 907 1 1 699 899 － － － － 5 6 － －

卸売・小売業
・飲食店 － － － － － － － － － － － － － －

金融・保険業 239,147 241,813 － － 20,802 25,150 － － － － 218,345 216,662 － －

不動産業 1,541 1,961 328 369 1,201 1,579 － － － － 12 12 － －

サービス業 1,572 2,098 385 404 1,095 1,600 － － － － 92 93 － －

国・地方
公共団体 34,381 37,299 6,816 6,169 27,498 31,064 － － － － 67 65 － －

個　人 380,578 356,792 380,051 356,282 － － － － － － 526 510 1,416 1,216

その他 28,851 37,593 1,993 2,476 10,277 13,687 － － 7,422 5,700 9,158 15,730 － －

合　計 691,387 683,587 389,575 365,703 66,169 79,086 － － 7,422  5,700 228,219 233,097 1,416 1,216

①信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高及び主な種類別の内訳

地域別 （単位 : 百万円）

エクスポー
ジャー
区分

地域
区分

合　計
延滞

エクスポージャー
（注3）

貸出金、コミットメント
及びその他の

デリバティブ以外の
オフ・バランス取引

債　券
店頭

デリバティブ
取引

複数の資産を
裏付けとする資産
（ファンド等）
（注1）

その他の
資産等
（注2）

2008
年度末

2007
年度末

2008
年度末

2007
年度末

2008
年度末

2007
年度末

2008
年度末

2007
年度末

2008
年度末

2007
年度末

2008
年度末

2007
年度末

2008
年度末

2007
年度末

国　内 681,764 672,427 389,575 365,703 56,580 67,968 － － 7,422 5,700 228,185 233,055 1,416 1,216

国　外 9,622 11,159 － － 9,588 11,117 － － － － 34 41 － －

合　計 691,387 683,587 389,575 365,703 66,169 79,086 － － 7,422 5,700 228,219 233,097 1,416 1,216
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② 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 （単位 : 百万円）

期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
目的使用 そ の 他

一般貸倒引当金
2008年度末 375 352 － 375 352

2007年度末 555 375 － 555 375

個別貸倒引当金
2008年度末 696 754 8 687 754

2007年度末 448 696 8 439 696

合　　　　　計
2008年度末 1,071 1,107 8 1,062 1,107

2007年度末 1,003 1,071 8 995 1,071

●「一般貸倒引当金」とは
将来、貸出金やそれに準じた債権が回収できなくなる可能性に備えて計上する
引当金のことです。過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて算定した
金額を貸借対照表上の資産の部に予め控除項目として表示（△）します。引当
基準については、ろうきんの償却・引当基準（22ページ）ならびに貸借対照表に
注記（51ページ）していますのでご参照ください。

●「個別貸倒引当金」とは
借り手の資産状況や支払能力からみて、貸出金やそれに準じた債権の相当部分
が回収できないと見込まれることが明らかになった場合、その債権額の一部又
は全部に相当する金額を計上する引当金のことです。貸借対照表上の資産の部
に予め控除項目として表示（△）します。引当基準については、ろうきんの償却・
引当基準（22ページ）ならびに貸借対照表に注記（51ページ）していますので
ご参照ください。

用語 の 解説

残存期間別 （単位 : 百万円）

期間区分

エクスポージャー区分
期間の定め
のないもの 1年以下 1年超

3年以下
3年超
5年以下

5年超
10年以下 10年超 合　計

合　計
2008年度末 56,573 153,231 80,726 55,741 53,199 291,914 691,387

2007年度末 52,173 174,130 82,797 53,575 50,291 270,618 683,587

貸出金、コミットメント
及びその他のデリバティブ
以外のオフ・バランス取引

2008年度末 13,644 12,080 10,938 18,713 47.057 287,140 389,575

2007年度末 14,395 10,996 10,995 18,581 45,870 264,864 365,703

債券
2008年度末 － 16,758 31,572 6,922 6,142 4,773 66,169

2007年度末 － 14,695 33,587 20,628 4,420 5,753 79,086

店頭デリバティブ取引
2008年度末 － － － － － － －

2007年度末 － － － － － － －

複数の資産を裏付けとする
資産（ファンド等）（注1）

2008年度末 7,422 － － － － － 7,422

2007年度末 5,700 － － － － － 5,700

その他の資産等（注2）
2008年度末 35,506 124,392 38,214 30,105 － － 228,219

2007年度末 32,078 148,438 38,215 14,365 － － 233,097

（注）１. エクスポージャー区分の「複数の資産を裏付とする資産（ファンド等）」については、個々の銘柄の把握が困難なため「地域別」では全て「国内」に計上し、「業
　　　　種別」では全て「その他」に計上しています。
　　  ２. エクスポージャー区分の「その他の資産等」とは、現金、預け金、未決済為替貸、前払費用、未収収益、出資金、株式、仮払金、有形・無形固定資産等です。
　　  ３. エクスポージャー区分の「延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延滞しているエクスポージャーのことです。
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③ 個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等

（注） 当金庫では国外への融資を行っていないため、個別貸倒引当金及び貸出金償却とも、すべて国内の残高です。

④ リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等 （単位 : 百万円）

リスク・ウェイト区分

エクスポージャーの額

2008年度末 2007年度末

格付有り 格付無し 合　計 格付有り 格付無し 合　計

0% 32,509 15,440 47,949 37,679 14,991 52,670

10% 5,226 12 5,239 6,919 302 7,221

20% 19,227 203,678 222,905 23,669 208,472 232,142

35% － 210,585 210,585 － 204,695 204,695

50% 5,765 337 6,103 6,301 293 6,594

75% － 167,700 167,700 － 150,144 150,144

100% 3,292 26,686 29,978 4,654 24,991 29,645

150% 296 627 924 － 472 472

350% － － － － － －

自己資本控除 － － － － － －

合　　　　計 66,317 625,069 691,387 79,223 604,363 683,587

（注） 1. エクスポージャーの額は、個別貸倒引当金等の控除前の額です。
  信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイト区分で記載しています。
  削減手法で0%控除した場合は、その控除額をウェイト区分の0%欄に記載しています。
 2. 格付は、適格格付機関が信用供与に付与したものを使用しています。

業種別 （単位 : 百万円）

業種区分

個別貸倒引当金

貸出金償却
期首残高 当期増加額

当期減少額
期末残高

目的使用 その他
2008
年度

2007
年度

2008
年度

2007
年度

2008
年度

2007
年度

2008
年度

2007
年度

2008
年度

2007
年度

2008
年度

2007
年度

製造業 － － － － － － － － － － － －

農　業 － － － － － － － － － － － －

林　業 － － － － － － － － － － － －

漁　業 － － － － － － － － － － － －

鉱　業 － － － － － － － － － － － －

建設業 － － － － － － － － － － － －

電気・ガス・熱供給・水道業 － － － － － － － － － － － －

運輸・通信業 － － － － － － － － － － － －

卸売・小売業・飲食店 － － － － － － － － － － － －

金融・保険業 － － － － － － － － － － － －

不動産業 190 － 196 190 － － － － 196 190 － －

サービス業 － － － － － － － － － － － －

国・地方公共団体 － － － － － － － － － － － －

個　人 496 440 555 496 8 8 687 431 555 496 3 9

その他 8 7 2 7 － － － 7 2 8 － －

合　計 696 448 754 696 8 8 687 439 754 696 3 9
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　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下のとおりです。
　なお、エクスポージャーの種類による適格格付機関の使い分けは行っていません。   

●株式会社格付投資情報センター（R&I）  ●ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）
●株式会社日本格付研究所（JCR）  ●スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ（S&P）

4 信用リスク削減手法に関する事項
信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー （単位 : 百万円）

信用リスク削減手法

ポートフォリオ

適格金融資産担保 保　証 クレジット・デリバティブ

2008年度末 2007年度末 2008年度末 2007年度末 2008年度末 2007年度末

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 2,094 2,145 544 736 － －

ソブリン向けエクスポージャー － － 536 723 － －

金融機関向けエクスポージャー － － － － － －

事業法人等向けエクスポージャー 75 58 8 12 － －

中小企業等・個人向けエクスポージャー 2,015 2,082 － － － －

抵当権付住宅ローン － － － － － －

不動産取得等事業向けエクスポージャー － － － － － －

延滞エクスポージャー 4 4 － － － －

リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

　当金庫では、信用リスク管理の基本方針として、毎年度の事業計画及び金融環境等を踏まえた「リスク管理方針」を策定し、経営会議への
答申を行うとともに、必要に応じて見直しを行っています。また、融資商品・制度に係る要領などや、審査・管理の向上に向けた研修を定
期的に実施することにより、信用リスク管理の実効性を確保する態勢を整備しています。
　なお、信用リスクの管理状況や個別貸出案件の審査体制については、24ページの「個別リスクへの対応」の項に記載しております。 
　貸倒引当金は、「資産査定要領」及び「償却・引当基準」に基づき以下のとおり計上しています。     

●正常先債権及び要注意先債権 ・・・・　 一定の種類ごとに分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した予想損失額を引き
当てています。

●破綻懸念先債権 ・・・・・・・・・・・・・・・・　 債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と
認める額を引き当てています。 

●破綻先債権及び実質破綻先債権・・　 債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引き当てています。

●貸出金と自行預金の相殺 ・・・・・・・　 当金庫では、「貸出金と自行預金の相殺」を信用リスク削減手法として用いています。手形貸付、証
書貸付、当座貸越、債務保証について、期限の利益喪失事由が発生した場合、相殺により回収します。
相殺に至った場合、預金者等に「相殺通知書」を内容証明郵便で送付します。

●適格金融資産担保 ・・・・・・・・・・・・・・　 当金庫では、「適格金融資産担保」を信用リスク削減手法として用いています。告示で定められた条
件を確実に満たしている自金庫預金を「適格金融資産担保」としています。担保については、「内部手
続」に基づき適切な評価・管理を行うよう努めています。なお、信用リスク削減手法の適用にあたり、
簡便手法を用いています。      

●保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　 当金庫では、告示で定められた条件を確実に満たしている地方三公社に対する地方公共団体の「保
証」を信用リスク削減手法として用いています。

●クレジット・デリバティブ ・・・・・・　クレジット・デリバティブの取り扱いはありません。

信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要

信用リスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要
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5 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
与信相当額等 （単位 : 百万円）

2008年度末 2007年度末

派生商品
取引

長期決済
期間取引 合計 派生商品

取引
長期決済
期間取引 合計

グロス再構築コストの額� （A） － － － － － －

グロスのアドオンの額 　 （B） － － － － － －

グロスの与信相当額　 （A）+（B）　　（C） － － － － － －

ネッティングによる与信相当額の削減額  （D） － － － － － －

担保による信用リスク削減手法の
効果勘案前の与信相当額　 （C）－（D）　　（E） － － － － － －

外国為替関連取引 － － － －

金利関連取引 － － － －

金関連取引 － － － －

株式関連取引 － － － －

貴金属関連取引（金関連取引を除く） － － － －

その他コモディティ関連取引 － － － －

クレジット・デリバティブ取引 － － － －

担保の額� （F） － － － － － －

現金・自金庫預金 － － － － － －

国債・地方債等 － － － － － －

担保による信用リスク削減手法の
効果勘案後の与信相当額　 （E）－（F）　　（G） － － － － － －

（注）  1. 当金庫では、外貨預金の取り扱いに伴う外国為替予約取引があり、与信相当額は、カレント・エクスポージャー方式を用いて算出しています。
 2. 当金庫で保有しているファンド（投資信託）に係る派生商品取引は計上していません。 
 3. 金利スワップ取引及びキャップ取引の取り扱いはありません。

　当金庫では、以下の派生商品取引を利用することとしています。

●金利スワップ取引 ・・・・・・・　固定金利選択型住宅ローンの取り扱いに伴う金利変動リスクを避けるために利用します。

●キャップ取引 ・・・・・・・・・・・　キャップローン（上限金利付住宅ローン）の取り扱いに伴う金利変動リスクを避けるために利用します。

　派生商品取引の与信限度枠は「ヘッジ取引要領」で定めています。与信相当額が与信限度枠に収まるよう管理することにより、リスクを
限定しています。そのため、担保による保全は行っておりません。また、リスク資本の割当についても行っておりません。
　引当金の算定については、「償却・引当基準」に基づき算定しています。
　万一、当金庫が取引相手に担保を追加的に提供する必要が生じたとしても、担保として提供できる十分な資産を保有しているため、影響
は限定的です。
　なお、長期決済期間取引の取り扱いはありません。 

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要
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6 証券化エクスポージャーに関する事項

原資産の合計額等 （単位 : 百万円）

原資産の額
2008年度末 2007年度末

資産譲渡型証券化取引 15,827 16,940
カードローン － －
住宅ローン 15,827 16,940
自動車ローン － －

合成型証券化取引 － －
カードローン － －
住宅ローン － －
自動車ローン － －

合　計 15,827 16,940

3カ月以上延滞エクスポージャーの額等
（原資産を構成するエクスポージャーに限る） （単位 : 百万円）

2008年度末 2007年度末
3カ月以上延滞エクスポージャーの額 － －
カードローン － －
住宅ローン － －
自動車ローン － －

デフォルトしたエクスポージャーの額 － －
当期の損失 － －

カードローン － －
当期の損失 － －

住宅ローン － －
当期の損失 － －

自動車ローン － －
当期の損失 － －

保有する証券化エクスポージャーの額
及び主な原資産の種類別の内訳 （単位 : 百万円）

2008年度末 2007年度末
証券化エクスポージャーの額 2,872 2,872
カードローン － －
住宅ローン 2,872 2,872
自動車ローン － －

保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分
ごとの残高及び所要自己資本の額等 （単位 : 百万円）

リスクウェイト
区分（%）

エクスポージャー残高 所要自己資本の額
2008年度末 2007年度末 2008年度末 2007年度末

20% － － － －
50% － － － －
100% 2,164 2,164 86 86
350% － － － －

自己資本控除 708 708 － －
カードローン － － － －
住宅ローン 708 708 － －
自動車ローン － － － －

（注）所要自己資本の額 = エクスポージャー残高 × リスク・ウェイト × 4% 

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
及び原資産の種類別の内訳 （単位 : 百万円）

2008年度末 2007年度末
証券化取引に伴い増加した
自己資本に相当する額 208 257

カードローン － －
住宅ローン 208 257
自動車ローン － －

証券化取引に伴い当期中に認識した
売却損益の額等 （単位 : 百万円）

差額
売却益 売却損

2008
年度

2007
年度

2008
年度

2007
年度

2008
年度

2007
年度

証券化取引に伴い当期中
に認識した売却損益の額 － 496 － 496 － －

カードローン － － － － － －
住宅ローン － 496 － 496 － －
自動車ローン － － － － － －

早期償還条項付の証券化エクスポージャー （単位 : 百万円）

2008年度末 2007年度末

早期償還条項付の証券化エクスポージャー
を対象とする実行済みの信用供与の額 － －

カードローン － －
住宅ローン － －
自動車ローン － －

当期に証券化を行った
エクスポージャーの概略 （単位 : 百万円）

2008年度末 2007年度末
当期に証券化を行った
エクスポージャーの額 － 18,041

カードローン － －
住宅ローン － 18,041
自動車ローン － －

①オリジネーターの場合
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　当金庫では、「オリジネーター」ならびに「投資家」としての証
券化取引を行っています。
　「オリジネーター」としての証券化取引は、保有する貸付債権の
金利リスクを軽減することを目的としており、ALM委員会におい
てスキーム等を検討し、経営会議・理事会の承認のもとに実施し
ています。
　また、「投資家」としては、有価証券の運用先の多様化によるリ
スクの分散を図るため、証券化商品を購入しています。リスクを
限定するために、半期ごとに策定する「資金運用方針」と毎月開
催するALM委員会及び資金運用委員会で確認した月次計画に
基づいて対象商品、購入額を決定しています。購入した証券化商
品や期中の運用状況については理事会等に定期的に報告してい
ます。
　これらの証券化取引の状況については、裏付けとなる資産の状
況、時価、及び適格格付機関の格付等を定期的に取得することに
より、リスクの把握に努めています。

　当金庫は、標準的手法により証券化エクスポージャーの信用リ
スク・アセットの額を算出しています。

○オリジネーターの場合     
当金庫では、証券化取引を貸付債権の売却による資金調達として
会計上認識しております。また、貸付債権の譲渡は受渡日基準で
認識しております。
なお、当金庫の内部規程及び日本公認会計士協会の「金融商品の
実務指針」に基づき、適切に処理するよう努めています。  
      
○投資家の場合     
当金庫の内部規程及び日本公認会計士協会の「金融商品の実務指
針」に基づき、適切に処理するよう努めています。
       
       
       
       
       
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下のとお
りです。
　なお、エクスポージャーの種類による適格格付機関の使い分け
は行っていません。 
    
●株式会社格付投資情報センター（R&I）   
●株式会社日本格付研究所（JCR）   
●ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）
●スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ（S&P）

②投資家の場合

保有する証券化エクスポージャーの額
及び原資産の種類別の内訳 （単位 : 百万円）

2008年度末 2007年度末
証券化エクスポージャーの額 200 600
不動産 200 600

保有する証券化エクスポージャーの
リスク・ウェイト区分ごとの残高
及び所要自己資本の額等 （単位 : 百万円）

リスク・ウェイト
区分

エクスポージャー残高 所要自己資本の額
2008年度末 2007年度末 2008年度末 2007年度末

20% 200 600 1 4
50% － － － －
100% － － － －
350% － － － －

自己資本控除 － － － －
不動産 － － － －

（注）所要自己資本の額 = エクスポージャー残高 × リスク・ウェイト × 4%

証券化エクスポージャーについて、
信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称

証券化エクスポージャーに関する
リスク管理の方針及び手続きの概要

証券化エクスポージャーの種類ごとの
リスク・ウェイトに使用する適格格付機関の名称

証券化取引に関する会計方針
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7 出資等エクスポージャーに関する事項

8 金利リスクに関する事項 

運用勘定
金利リスク量

2008年度末 2007年度末

貸出金 12,577 7,080

有価証券 1,091 1,170

預け金 2,021 1,668

その他 503 319

　　　　　　　運用　計� （A） 16,193 10,239

（単位 : 百万円）

調達勘定
金利リスク量

2008年度末 2007年度末

預金 7,454 5,788

その他 0 0

　　　　　　　調達　計� （B） 7,455 5,788

金融派生商品（金利受取払サイド） （C） － － 金融派生商品（金利支払サイド） （D） － －

金利リスク量　計
（A）+（C） － （B）－（D） 8,738 4,450

（注）上記金利リスクは、科目毎に計算したVaR（バリュー・アット・リスク）の値から算出しています。

　当金庫では、ろうきんの中央金融機関（労働金庫連合会）等への
出資の他に、経営体力に見合った限度内で株式等（上場投資信託
を含む）を保有することにより適正な収益を確保することを基本
方針としています。
　株式等の投資対象や投資金額については、半期ごとに策定する
「資金運用方針」で設定しており、「資金運用方針」はALM委員会
及び資金運用委員会で協議し、理事会の承認を受けています。
　保有する株式等については、日々時価を把握し、リスク量を
VaR（バリュー・アット・リスク）法により計測して、価格変動リ
スクが経営体力に比して過大とならないように努めています。
　子会社株式及び関連会社株式については、有価証券に占める割
合がごくわずかであり、リスクは限定されています。
　会計処理については、当金庫の内部規程及び日本公認会計士協
会の「金融商品会計の実務指針」に基づき、適切に処理するよう
努めています。

出資等エクスポージャーに関する
リスク管理の方針及び手続きの概要

①貸借対照表計上額及び時価 （単位 : 百万円）

2008年度末 2007年度末

貸借対照表計上額 時価 貸借対照表計上額 時価

上場株式等 7,432 7,432 5,307 5,307 

非上場株式等 99 － 102 －

その他 6,162 － 6,162 －

合　計 13,694 7,432 11,572 5,307

（注） 1. 貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいて算定しています。
 2. 「上場株式等」の区分には、上場投資信託（ETF、REIT）を含んでいます。   
 3. 「その他」の区分には、労働金庫連合会出資金等を含んでいます。    
 4. 非上場投資信託（ファンド等）は、計上していません。

②出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
 （単位 : 百万円）

2008年度末 2007年度末

売却益 72 129

売却損 139 441

償却 － －

③貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額
 （単位 : 百万円）

2008年度末 2007年度末

評価損益 △ 2,029 △ 522

④貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
 （単位 : 百万円）

2008年度末 2007年度末

評価損益 － －
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9 オペレーショナル・リスクに関する事項

　当金庫は、バーゼルⅡにおける基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算出しています。

オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称

　当金庫では、オペレーショナル・リスクを①事務リスク、②システムリスク、③法務リスク、④人的リスク、⑤有形資産リスク、⑥風評リス
クに区分し、管理しています。
　オペレーショナル・リスク管理の基本方針として、年度ごとに策定するリスク管理方針のなかで上記①~⑥の各リスクの管理方針等を定
めています。
　また、具体的な管理体制、手続き等の基本事項を定めた「リスク管理規程」を制定しています。
　オペレーショナル・リスクの管理にあたっては、統括部署であるリスク管理部がオペレーショナル・リスク全体を管理し、各リスクの管
理部署がそれぞれのリスクを管理しています。
　管理状況及び今後の対応については、定期的にリスク管理委員会で協議しています。また、重要事項については経営会議及び理事会に報
告することとしています。

オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要

❶ 「リスク管理方針」、「リスク管理規程」等に基づき、定期的に VaR（バリュー・アット・リスク）を計測することにより、金利リスクを
把握しています。 

❷ 計測結果及び今後の対応について、定期的にリスク管理委員会、ALM委員会へ報告し、協議しています。また、理事会に対しても定期
的に報告しています。

金利リスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要

　当金庫では、統合的リスク管理の観点から VaR（バリュー・アット・リスク）という統計的手法により金利リスク量を算定しています。 
なお、VaRの算定方法の概要は以下のとおりです。

❶ 市場金利等の過去の値動きから、将来、一定の確率で生じ得るこれらの値動き（以下、変化量という）を推測します。また、金利の年限
間の相関関係（係数）を推測します。なお、変化量を推測するための観測期間は 240日（営業日ベース）としています。

❷ 上記❶で算出された変化量や相関係数を、当金庫のポートフォリオに当てはめ、一定期間に生じ得るポートフォリオの現在価値減少額
を計測します。なお、金利リスク量算定にあたり期限前解約及び期限前弁済は考慮していません。また、要求払預金の金利リスク量に
ついては、要求払預金残高の 50%をコア預金（※）と定義し、5年以内の各月に均等に振り分けて（平均2.5年）算出しています。

　※コア預金とは、明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される要求払預金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留する預金のことです。

❸ 一定の確率は、1%（信頼水準99%）としています。また、一定の期間（保有期間）は、有価証券は資金運用計画の策定サイクル等を
勘案して120日（約6カ月）とし、有価証券以外の預金・貸出金・預け金等は流動性等を考慮して240日（約1年）としています。

❹ 金利リスク量の計測について、有価証券は日次で、有価証券以外の預金・貸出金・預け金等は月次で行っています。

金庫が内部管理上使用した金利リスクの算定手法の概要
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（単位 : 百万円）

区　　分 2008年度末 2007年度末

リスク管理債権 合計（A） 4,971 4,596

破綻先債権 567 413

延滞債権 3,274 3,028

3カ月以上延滞債権 375 233

貸出条件緩和債権 754 921

保全額（B） 5,019 4,723

担保・保証等による回収見込み額 4,115 3,866

貸倒引当金 904 856

保全率（B）/（A） （%） 100% 100%

貸出金残高（C） 388,425 364,340

リスク管理債権比率（A）/（C） （%） 1.28% 1.26%

資産内容の開示
■ リスク管理債権（破綻先債権・延滞債権・3カ月以上延滞債権・貸出条件緩和債権・合計額）　

　ろうきんは、全国で統一した基準により、他業態に先んじて1996年3月期からリスク管理債権の額を会員や利用者の皆さ
まに公表しています。お客さまからお預かりした大切な預金を安全に運用管理し、働く人たちに役立つ健全な貸出金として活
用しています。
　2008年度末のリスク管理債権合計は4,971百万円で、貸出金残高388,425百万円に占める割合（リスク管理債権比率）は
1.28%となっています。
　リスク管理債権の内訳は、「破綻先債権」が567百万円、「延滞債権」が3,274百万円、「3カ月以上延滞債権」が375百万円、「貸
出条件緩和債権」が754百万円となっています。
　リスク管理債権合計4,971百万円に対して、担保・保証等による回収見込み額が4,115百万円となっています。また、「貸
倒引当金」を904百万円引き当てています。その結果、保全額は5,019百万円となり、リスク管理債権合計の100%をカバー
しています。

（注） 1. 金額は決算後のものです。
 2. 単位未満は切り捨てしています。
 3. 保全率は100%を上限として表示しています。

●「リスク管理債権」とは
何らかの理由により、返済されない等の貸出金のことで、現在、決算時に各金融
機関が公表しているリスク管理債権には、「破綻先債権」「延滞債権」「3カ月以
上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」があります。ろうきんも、95年度数値
から「破綻先債権」「延滞債権」及び「金利減免・利息棚上げ債権」の開示を開始
し、97年度数値からはこの三つに加え「3カ月以上延滞債権」を開示しました。
98年度数値からはディスクロージャー誌での開示項目が法定化されたことに
伴って、全金融機関が上記四種類のリスク管理債権の開示を行っています。

●「破綻先債権」とは
借り手の倒産（個人の場合には、自己破産も）などにより、ろうきんにとって、返
済を受けることが困難になる可能性が高い貸出金のことです。

●「延滞債権」とは
今後上記の「破綻先債権」となる可能性が大きい貸出金、あるいは法的・形式的な
破綻の事実は発生していないものの、実質的には自己破産の状態に陥っている
借り手の貸出金のことです。ろうきんにとっては、収入を生まない貸出金のこと
です。「将来において償却すべき貸出金に変わる可能性の高い債権」ということ
になります。

●「3カ月以上延滞債権」とは
借り手に収入が入って来なくなる（会社の業績不振等）などの理由で、ろうきん
が元金又は利息の支払いを3カ月以上受けていない貸出金のことです。正常に
返済される貸出金以上に、相当の注意をもって管理することが求められる貸出
金です。

●「貸出条件緩和債権」とは
借り手の経営再建又は支援を図り、貸出金の回収を促進することなどを目的と
して、貸出金利の減免や利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄など、借り手
に有利となる取り決めを行っている貸出金のことで、98年度数値から公表した
ものです。（ただし、借り手に有利な条件であっても、再建・支援目的でなければ、
「貸出条件緩和債権」には該当しません。）
貸し出したお金は回収されることを前提としている点で、「破綻先債権」と異な
ります。

●「担保・保証等による回収見込み額」とは
リスク管理債権のうち、預金定期積金、有価証券及び不動産等の確実な担保なら
びに保証機関等の確実な保証先による保証により回収が可能と見込まれる金額
です。

●「貸倒引当金」とは
将来、債権が回収できなくなる可能性に備えて計上する引当金のことで、「個別
貸倒引当金」と「一般貸倒引当金」があります。貸借対照表上の資産の部に予め
控除項目として表示（△）します。
「個別貸倒引当金」とは、「破綻先債権」と「延滞債権」について、借り手の資産状
況や支払い能力からみて債権の相当部分が回収できないと見込まれることが明
らかになった場合、債権額の一部又は全部に相当する金額を計上する貸倒引当
金のことです。「一般貸倒引当金」とは、「3カ月以上延滞債権」と「貸出条件緩和
債権」について、過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて算定した金額
を計上する貸倒引当金のことです。なお、引当基準については、貸借対照表に注
記していますのでご参照ください。

用語 の 解説
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（単位 : 百万円）

区　　分 2008年度末 2007年度末

金融再生法上の不良債権（A） 4,974 4,602

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 1,807 1,561

危険債権 2,037 1,886

要管理債権 1,130 1,155

保全額（B） 5,022 4,728

担保・保証等による回収見込み額 4,117 3,869

貸倒引当金 904 858

保全率 （B）/（A）（%） 100% 100%

正常債権（C） 385,145 361,620

合計 （D）=（A）+（C） 390,119 366,223

金融再生法上の不良債権比率（A）/（D）（%） 1.28% 1.26%

■ 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第7条の規定に基づく「資産の査定の公表」

　2009年3月31日現在の資産査定等の状況は以下のとおりです。

（注） 1. 金額は決算後（償却後）の計数です。
 2. 単位未満四捨五入しています。
 3. 保全率は100%を上限として表示しています。

●「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは
総与信額（貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息・仮払金等融資関連
の全科目。）のうち、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事
由によって経営破綻に陥っている借り手に対する債権及びこれに準ずる債権の
ことです。

●「危険債権」とは
総与信額（貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収息・仮払金等融資関連
の全科目。）のうち、借り手が経営破綻の状態には至っていないものの、財務状態・
経営成績が悪化して契約に従った債権の元本の回収と利息の受け取りができな
い可能性が高い債権のことです。

●「要管理債権」とは
貸出金のうち、上記の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」を
除いた「3カ月以上延滞債権」と「貸出条件緩和債権」の合計額のことです。

●「担保・保証等による回収見込み額」とは
「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」のうち、
預金定期積金、有価証券及び不動産等の確実な担保ならびに保証機関等確実な
保証先による保証により回収が可能と見込まれる金額です。

●「貸倒引当金」とは
「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」に対し
て計上している個別貸倒引当金と一般貸倒引当金の合計額のことです。将来、債
権が回収できなくなる可能性に備えて計上する引当金のことで、「個別貸倒引当
金」と「一般貸倒引当金」があります。貸借対照表上の資産の部に予め控除項目
として表示（△）します。
「個別貸倒引当金」とは、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」
について、借り手の資産状況や支払い能力からみて債権の相当部分が回収でき
ないと見込まれることが明らかになった場合、債権額の一部又は全部に相当す
る金額を計上する貸倒引当金のことです。
「一般貸倒引当金」とは、「要管理債権」について、過去の貸倒実績から求めた予
想損失率に基づいて算定した金額を計上する貸倒引当金のことです。

●「正常債権」とは
総与信額（貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息・仮払金等融資関連
の全科目。）のうち、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要
管理債権」を除いたもので、借り手の財務状態及び経営成績に特に問題がない債
権のことです。

用語 の 解説



債権の区分（金融再生法に基づく報告・公表） リスク管理債権の区分（労金法に基づく開示）

区分単位 債務者単位 区分単位 債権単位

対象債権 総与信（ただし要管理債権は貸出金のみ） 対象債権 貸出金

定義 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第4条 定義 労働金庫法施行規則第114条

債権区分 債権区分

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

1,807 

破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申
立てなどの事由により経営破綻に陥っている債
務者に対する債権及びこれらに準ずる債権

破綻先債権

567

債務者が破産、会社更生、民事再生などの申立を
行ったこと、及び銀行取引停止処分を受けたこ
とにより未収利息を計上していない貸出金

延滞債権

3,274 

元金又は利息支払の遅延が相当期間継続してい
ることなどの事由により元本又は利息の取立て
又は弁済の見込みがなく未収利息を計上してい
ない貸出金のうち破綻先債権以外の貸出金

危険債権

2,037 

債務者が経営破綻の状況には至っていないが、
財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った
債権の元本の回収及び利息の受け取りができ
ない可能性の高い債権

要
管
理
債
権
（
債
権
単
位
）

3カ月以上
延滞債権

376

元金又は利息支払が約定支払日の翌日を起算日
として3カ月以上延滞している貸出金

3カ月以上延滞債権

375

元金又は利息支払が約定支払日の翌日から3カ
月以上延滞している貸出金（破綻先債権、延滞債
権を除く）

貸出条件
緩和債権

754 

経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図
り、当該債権の回収を促進することなどを目的
に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条
件の改定などを行った貸出金

貸出条件緩和債権

754 

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と
して、金利の減免、利息支払猶予、元本の返済猶
予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り
決めを行った貸出金（破綻先債権、延滞債権及び
3カ月以上延滞債権を除く）

正常債権（注3）

385,145

債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がな
いものとして、要管理債権、危険債権、破産更生
債権及びこれらに準ずる債権以外のものに区分
される債権

（注1） 要管理債権を有する債務者の、3カ月以上延滞債権あるいは貸出条
件緩和債権以外の債権が、これに該当します。これらと 要管理債権
を合計したものが、要管理先です。

（注2） 一般貸倒引当金は、予想損失率に基づいた繰入額と法人税法上の繰
入率による繰入限度額のいずれか多い額を繰り入れることとしてい
ます。なお、法人税法上の繰入限度額は個別貸倒引当金への無税繰
入を行わなかった債務者の貸出金を基礎に算定します。

（注3） 総与信のうち要管理債権に係る貸出金以外の債権（未収利息等）に
ついては、正常債権に含まれます。

※ 金融再生法については、単位未満四捨五入で記載し、資産査定及びリスク
管理債権については、単位未満切り捨てで記載しています。

※ 「ろうきんの償却・引当基準」の要償却・引当額の概要欄の数値は、貸出元
金と貸出金未収利息に係る償却額及び引当額です。

資産査定の債務者区分 ろうきんの償却・引当基準

区分単位 債務者単位 区分単位 債務者単位

対象債権 総与信（償却前） 対象債権 債権（貸出金及び貸出金未収利息）

定義 労働金庫の資産査定要領 定義 処理基準 : 労働金庫の資産査定要領

債務者区分 債務者区分 分類 * 要償却・引当額の概要

破綻先

570

法的・形式的な経営破綻の事実が発
生している債務者

破綻先 Ⅳ分類 全額を直接償却、あるいは個別貸倒
引当金に繰り入れる。

167Ⅲ分類 全額を個別貸倒引当金に繰り入れる。

非・Ⅱ分類

実質破綻先

1,239 

法的・形式的な経営破綻の事実は発
生していないものの、深刻な経営難
の状態にあり、再建の見通しがない
状況にあると認められるなど実質的
に経営破綻に陥っている債務者

実質破綻先 Ⅳ分類 全額を直接償却、あるいは個別貸倒
引当金に繰り入れる。

320Ⅲ分類 全額を個別貸倒引当金に繰り入れる。

非・Ⅱ分類

破綻懸念先

2,037 

現状、経営破綻の状態にはないが、経
営難の状態にあり、経営改善計画な
どの進捗状況が芳しくなく、今後、経
営破綻に陥る可能性が大きいと認
められる債務者

破綻懸念先 Ⅳ分類 全額を個別貸倒引当金に繰り入れる。

266
Ⅲ分類

必要額（予想損失率により今後3年間
の予想損失額を見積る場合もある。）
を個別貸倒引当金に繰り入れる。

非・Ⅱ分類

要注意先

3,804 

金利減免・利息棚上げを行っている
など貸出条件に問題のある債務者、
元本返済もしくは利息支払いが事実
上延滞しているなど履行状況に問題
がある債務者のほか、業況が低調な
いしは不安定な債務者又は財務内容
に問題がある債務者など今後の管理
に注意を要する債務者

要
注
意
先

要
管
理
先

要管理債権 Ⅱ分類 予想損失率により今後3年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
繰り入れる。（注2）

152

非分類要管理債権
以外（注1）

1

要管理先以外の
要注意先 Ⅱ分類

予想損失率により今後1年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
繰り入れる。（注2）

95
非分類

正常先

376,185 

業況が良好であり、かつ財務内容に
も特段の問題がないと認められる債
務者

正常先

非分類

予想損失率により今後1年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
繰り入れる。（注2）

103

その他

6,285 

国及び地方公共団体に対する債権
及び被管理金融機関に対する債権

その他

－

引当は行わない。（注2）

債務者区分 正常先 要注意先 破綻懸念先 実質破綻先 破綻先

分
類

非分類 全ての債権額 優良保証、優良担保の
処分可能見込額 同左 同左 同左

Ⅱ分類 優良保証、優良担保の処分可
能見込額で保全されない部分

一般保証の回収可能額、一般
担保の処分可能見込額など 同左 同左

Ⅲ分類 Ⅱ分類以外の部分 担保評価額と
処分可能見込額との差額

担保評価額と
処分可能見込額との差額

Ⅳ分類 民事再生計画等に基づく
切捨債権額

上記分類以外の
回収見込のない部分 同左

*「分類」とは
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■ 資産査定に係る各種基準の比較と償却・引当基準
　　当金庫の「資産査定の債務者区分」、「金融機関の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権区分」、
「労働金庫法施行規則に基づくリスク管理債権」の各種基準を比較すると、以下のとおりとなります。



債権の区分（金融再生法に基づく報告・公表） リスク管理債権の区分（労金法に基づく開示）

区分単位 債務者単位 区分単位 債権単位

対象債権 総与信（ただし要管理債権は貸出金のみ） 対象債権 貸出金

定義 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第4条 定義 労働金庫法施行規則第114条

債権区分 債権区分

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

1,807 

破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申
立てなどの事由により経営破綻に陥っている債
務者に対する債権及びこれらに準ずる債権

破綻先債権

567

債務者が破産、会社更生、民事再生などの申立を
行ったこと、及び銀行取引停止処分を受けたこ
とにより未収利息を計上していない貸出金

延滞債権

3,274 

元金又は利息支払の遅延が相当期間継続してい
ることなどの事由により元本又は利息の取立て
又は弁済の見込みがなく未収利息を計上してい
ない貸出金のうち破綻先債権以外の貸出金

危険債権

2,037 

債務者が経営破綻の状況には至っていないが、
財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った
債権の元本の回収及び利息の受け取りができ
ない可能性の高い債権

要
管
理
債
権
（
債
権
単
位
）

3カ月以上
延滞債権

376

元金又は利息支払が約定支払日の翌日を起算日
として3カ月以上延滞している貸出金

3カ月以上延滞債権

375

元金又は利息支払が約定支払日の翌日から3カ
月以上延滞している貸出金（破綻先債権、延滞債
権を除く）

貸出条件
緩和債権

754 

経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図
り、当該債権の回収を促進することなどを目的
に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条
件の改定などを行った貸出金

貸出条件緩和債権

754 

債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と
して、金利の減免、利息支払猶予、元本の返済猶
予、債権放棄その他の債務者に有利となる取り
決めを行った貸出金（破綻先債権、延滞債権及び
3カ月以上延滞債権を除く）

正常債権（注3）

385,145

債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がな
いものとして、要管理債権、危険債権、破産更生
債権及びこれらに準ずる債権以外のものに区分
される債権

（注1） 要管理債権を有する債務者の、3カ月以上延滞債権あるいは貸出条
件緩和債権以外の債権が、これに該当します。これらと 要管理債権
を合計したものが、要管理先です。

（注2） 一般貸倒引当金は、予想損失率に基づいた繰入額と法人税法上の繰
入率による繰入限度額のいずれか多い額を繰り入れることとしてい
ます。なお、法人税法上の繰入限度額は個別貸倒引当金への無税繰
入を行わなかった債務者の貸出金を基礎に算定します。

（注3） 総与信のうち要管理債権に係る貸出金以外の債権（未収利息等）に
ついては、正常債権に含まれます。

※ 金融再生法については、単位未満四捨五入で記載し、資産査定及びリスク
管理債権については、単位未満切り捨てで記載しています。

※ 「ろうきんの償却・引当基準」の要償却・引当額の概要欄の数値は、貸出元
金と貸出金未収利息に係る償却額及び引当額です。

資産査定の債務者区分 ろうきんの償却・引当基準

区分単位 債務者単位 区分単位 債務者単位

対象債権 総与信（償却前） 対象債権 債権（貸出金及び貸出金未収利息）

定義 労働金庫の資産査定要領 定義 処理基準 : 労働金庫の資産査定要領

債務者区分 債務者区分 分類 * 要償却・引当額の概要

破綻先

570

法的・形式的な経営破綻の事実が発
生している債務者

破綻先 Ⅳ分類 全額を直接償却、あるいは個別貸倒
引当金に繰り入れる。

167Ⅲ分類 全額を個別貸倒引当金に繰り入れる。

非・Ⅱ分類

実質破綻先

1,239 

法的・形式的な経営破綻の事実は発
生していないものの、深刻な経営難
の状態にあり、再建の見通しがない
状況にあると認められるなど実質的
に経営破綻に陥っている債務者

実質破綻先 Ⅳ分類 全額を直接償却、あるいは個別貸倒
引当金に繰り入れる。

320Ⅲ分類 全額を個別貸倒引当金に繰り入れる。

非・Ⅱ分類

破綻懸念先

2,037 

現状、経営破綻の状態にはないが、経
営難の状態にあり、経営改善計画な
どの進捗状況が芳しくなく、今後、経
営破綻に陥る可能性が大きいと認
められる債務者

破綻懸念先 Ⅳ分類 全額を個別貸倒引当金に繰り入れる。

266
Ⅲ分類

必要額（予想損失率により今後3年間
の予想損失額を見積る場合もある。）
を個別貸倒引当金に繰り入れる。

非・Ⅱ分類

要注意先

3,804 

金利減免・利息棚上げを行っている
など貸出条件に問題のある債務者、
元本返済もしくは利息支払いが事実
上延滞しているなど履行状況に問題
がある債務者のほか、業況が低調な
いしは不安定な債務者又は財務内容
に問題がある債務者など今後の管理
に注意を要する債務者

要
注
意
先

要
管
理
先

要管理債権 Ⅱ分類 予想損失率により今後3年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
繰り入れる。（注2）

152

非分類要管理債権
以外（注1）

1

要管理先以外の
要注意先 Ⅱ分類

予想損失率により今後1年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
繰り入れる。（注2）

95
非分類

正常先

376,185 

業況が良好であり、かつ財務内容に
も特段の問題がないと認められる債
務者

正常先

非分類

予想損失率により今後1年間の予想
損失額を見積り、一般貸倒引当金に
繰り入れる。（注2）

103

その他

6,285 

国及び地方公共団体に対する債権
及び被管理金融機関に対する債権

その他

－

引当は行わない。（注2）
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リスク管理態勢とコンプライアンス

基本方針

　金融が益々多様化・高度化する中、お客さまのニーズに応えながら安定的
な経営を継続するため、リスク管理の一層の強化を図ることが極めて重要に
なってきています。
　当金庫では、取るべきリスクと回避・極小化するリスクを的確に見極めた上
で、リスクに見合った適切なリターンを確保・維持し、「経営の健全性の確保」、
「適正収益の安定的計上」を図るためリスク管理の強化・厳正化に努めています。

管理体制

　リスク管理体制の強化を目指し、リスク管理方針に基づきリスク管理規程を
はじめとして諸規程を整備するとともに、各種リスクの統括的管理の部署とし
てリスク管理部を設置しています。さらにコンプライアンスの統括や法務リス
クの管理を行う部署としてコンプライアンス室を設けています。
　リスク管理に関しては、定期的に開催する「リスク管理委員会」において、関
係部署からの報告等の集約結果の分析・点検を行い、「ALM委員会」に報告し、
リスクの現状についての検証・分析及びその対応策等や資金の運用・調達及び
金利政策に関する基本方針等の協議を行います。なお、各委員会は経営陣も
含めて構成されています。また、リスク管理に関する重要事項は理事会に報告
し、基本方針等を決定しています。

リスク管理の取り組み

　当金庫では、金庫が直面する各種リスクを個別の方法で質的又は量的に評
価したうえで金庫全体のリスクの程度を判断し、金庫の経営体力（自己資本）
と対照することによって管理する「統合的リスク管理」を行っています。
　具体的には、「信用リスク」、「市場リスク」及び「オペレーショナル・リスク」
について、各リスクの特性に応じた手法を用いてリスク量を計測・把握し、全
体のリスク量が自己資本の範囲内に収まるように管理しています。また、各リ
スクに自己資本を割り当てることにより、全体のリスク量だけでなく、個別の
リスク量についても管理しています。

個別リスクへの対応

▶  信用リスク
　与信先（貸出先等）やデリバティブ取引の相手方の信用状態の悪化による
債務不履行リスク（貸出金や有価証券などの元本、利息が回収不能となるリ
スク）が、いわゆる「信用リスク」です。
　当金庫では、以下のとおり管理しています。

1貸出や保証等の一般的な与信取引に係る信用リスク対策として、個別審査
体制の強化、金庫全体のリスク管理体制の強化に努めています。
① 個別貸出案件の審査体制については、営業推進部門から独立した審査の専
門部署（本部は融資部、集中事務センター融資サポート部門、営業店は融資
部門）を設置しています。審査の専門部署では、迅速かつ適切な審査が実
施されるよう、審査スタッフの育成に努めています。また、営業店の決裁権
限を超える案件については、融資部が審査を行うなど厳正な対応に努めて
います。
② 金庫全体の信用リスク管理として、定期的に貸出金及び債務保証見返り債
権の自己査定を行い、資産の毀損状況の把握に努めています。また、その
結果に基づき、償却・引当を適確に行い、資産の健全化を図っています。

2有価証券等、信用リスクを有するその他の資産についても、取得にあたっ
ては、金庫で定める資金運用規程等に則り、信用格付機関が発表する格付等
を参考に、信用リスクの回避に努めています。また、定期的な自己査定を行い、
取得後の事情変化についても追跡管理しています。
　なお、デリバティブ取引に内在する信用リスクについても、取引の時価をベ
ースにしたカレント・エクスポージャー方式による管理を進めるなど、強化に
努めています。

▶  市場リスク
　金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・
負債の価値が変動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が
変動し損失を被るリスクが「市場リスク」です。
　当金庫では、資産・負債全体の市場リスク量を VaR（バリュー・アット・リス
ク）により月次で計測し、以下のとおり管理しています。

1 金利リスク
　運用、調達の資金別に金利更改日までの残存期間のデータを把握し、複数
の金利変動シナリオに基づいて定期的にシミュレーションを行うことにより、
金利変動による収支損益の変動額を把握しています。
　また、資産・負債の金利変動による現在価値の変動額を把握しています。

2 価格変動リスク
　市場の急激な変動に対して迅速に対応できるよう、有価証券の時価評価及
びＶａＲ（バリュー・アット・リスク）を日次で計測しています。
　また、個別株式については、株価が変動した場合の損益額を算出し、株価の
変動に対応した管理を行っています。

3 為替リスク
　外貨建資産・負債の為替損益を日次で把握するとともに、為替が変動した
場合の損益額を算出し、為替の変動に対応した管理を行っています。

▶  流動性リスク
　予期しない金庫資金の流出などが起こった場合、通常よりも著しく高い
金利での資金調達を余儀なくされたり、市場での流通が不十分であるために、
通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより、金融機
関が損失を被るいわゆる資金繰りリスクが「流動性リスク」です。
　金庫業務全般において、様々な資金フローが発生しますが、当金庫では、こ
うした資金繰りリスクについて、財務部において一元的に管理を行っていま
す。また、定期的に資金収支計画を検討するなど、管理の強化に努めています。

▶  オペレーショナル・リスク
　業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、又は外生
的な事象により損失を被るリスクが「オペレーショナル・リスク」です。
　当金庫では、以下のとおり管理しています。

1 事務リスク
　金融機関では様々な業務を展開するなかで、現金、手形、証書などの重要物
を取り扱っています。したがって、日常これらに接する金庫の役職員が正確
な事務を怠ったり、不正が起こると、大きな事故につながる恐れがあります。
このことにより金融機関が損失を被るリスクが「事務リスク」です。
　事務処理手順、事務処理権限、事務管理方法などの整備に加えて、事務が正
確にあるいはタイムリーに行われているかのチェック機能を強化しています。
具体的には、監査部による内部監査、業務指導室による営業店事務指導及び各
部署による定期的な自主検査を実施しています。また、研修による職員の事
務処理の習熟に努めるとともに、オンラインシステムのチェック機能の活用
などによっても、事務の誤処理の発生防止に努めています。

2 システムリスク
　金融機関では、多様な事務処理やリスク管理において、オンライン・システ
ムなど様々なコンピュータ管理を行っています。このコンピュータ・システム
がダウンしたり誤作動するなど、システムの不備等により金融機関が損失を
被るリスクが「システムリスク」です。

① 当金庫のオンライン・システムの運用・管理は、全国の労働金庫が共同で運
営する労働金庫総合事務センターが行っています。同センターは、付近に
活断層がないなど良質な地盤を立地として選定し、オンライン機器を設置
した電算棟は建築基準法の定めの 1.5倍の耐力保持が可能な設計になっ
ているほか、免震床を採用するなど、コンピュータの転倒防止等の地震対策
を行っています。
　 　電源設備のバックアップ体制についても、ループ回線での受電により一
方の回線断線時にも他方からの受電を確保しているほか、3系統の無停電
電源装置の採用とバッテリー、2基の自家発電装置の組み合わせなどによ

リスク管理の態勢
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コンプライアンスに対する考え方

　「法令遵守」よりも広い概念である「コンプライアンス」とは、法令だけでな
く、企業であれば社内の諸規定、さらには確立された社会規範に至るすべて
のルールを遵守することを意味します。
　社会的な存在であるおおよそすべての団体・個人が、経営行動を実践する
うえで、あるいは日々の生活を営むうえで、このコンプライアンスを求められ
ていることは言うまでもありません。
　とりわけ、公共性の高い金融業務を行うろうきんとその役職員に対しては、
より高いレベルのコンプライアンスが求められています。
　また、「ろうきんの理念」にも掲げているとおり、ろうきんは、その事業を通
じて、「会員が行う経済・福祉・環境及び文化にかかわる活動を促進し、人々が
喜びをもって共生できる社会の実現に寄与すること」をめざしていますので、
その経営姿勢には高い倫理性が求められています。
　当金庫では、以上の考え方に立って、「コンプライアンス基本方針」や「倫
理綱領」を制定し、これらに基づいて役職員が遵守すべき事項の整理を行い
実践しています。

1 常勤役員等のコンプライアンス意識の醸成の取り組み
① 常勤役員等を対象に「コンプライアンス等」をテーマとした研修会を開催
しています。
　また、労金協会等が開催する同テーマの研修会に積極的に参加しています。

2 コミュニケーション環境の強化の取り組み
①役員がコンプライアンス重視の姿勢を明確にし、日常的に発信しています。
②役職員間の風通しの良い職場風土の確立に努めています。

3 コンプライアンス研修等の取り組み
① 倫理綱領や役職員倫理規程等に基づく職場内研修や集合研修を実施して
います。
②コンプライアンス関連資格の取得を推奨しています。

法令遵守の態勢

　当金庫では、以下の態勢によって法令遵守の徹底に努めています。

1 コンプライアンスの態勢
　理事長自らがコンプライアンス統括責任者となり、コンプライアンス違反
の防止等、コンプライアンスの推進を実効あるものとし、コンプライアンス重
視の組織風土の醸成に努めています。
　また、役職員におけるコンプライアンスを実現するために設置したコンプ
ライアンス委員会は、コンプライアンス室を事務局として、金庫のコンプライ
アンス全般の状況把握を行い、法令等遵守態勢の構築及び実効性確保に努め
るとともに理事会に報告するシステムをとっています。

2 代表理事の業務執行等にかかわる法令遵守について
　理事及び監事は、労金協会の主催するセミナー、研修等で研鑚を重ね、金融機
関が公共的な使命を達成しその信用を維持するために、組織内に法令遵守の精
神を徹底することがいかに重要であるかについて深く認識しています。
　その上で、理事は、理事会の意思決定とそれに基づく代表理事の業務執行
の監督に積極的に参加しています。また、理事同士の相互牽制機能を発揮す
るため、弁護士を非常勤理事に迎えるとともに、外部金融精通者を常勤監事に
選任し、監事による理事会の監視機能の強化を図っています。

3 預金、融資等の業務にかかわる法令遵守について
　営業部門と本部各部門の職員に対して、日常的に監督責任者から法令遵守の
指導を行うとともに、金庫内外の会議・研修への参加及びコンプライアンスオフ
ィサー資格取得の推進を通じて、法令等遵守意識の醸成に努めています。
　また、理事長の直接的な指揮下に監査部を設置しています。この監査部が定
期的に各営業店・本部各部に対して行う臨店監査と、営業店・本部各部が自ら行
う自店検査の二つを柱として、相互牽制が十分はたらくように留意しながら、内部
的なチェックを実施しています。
　その他、利用者からの苦情・相談や犯罪発生の場合に備えて、コンプライアン
ス室を受付窓口とする処理体制や警察等関係機関への通報体制を整備するなど、
適切な対応に努めています。

コンプライアンスの態勢
り、停電や電圧低下対策を行っています。
　 　万一、労働金庫総合事務センターが大規模災害等により機能停止した場
合であっても、金融業務を継続できるようバックアップセンターを構築し
ています。
　 　また、重要なデータ・ファイルの破損、障害への対策として、データ・ファ
イルを二重化するとともに、バックアップを取得し、重要システムに必要な
ソフトウェア及び重要なデータの隔地保管を行う等、データの安全確保に
努めています。
② 当金庫においては、前述のオンライン・システムとは別に、内部情報の共有
化、処理効率化のために金庫独自のパソコンによるネットワークが稼動し
ています。
　 　システムの主要機器であるサーバー機及び通信制御機器類などについて
は、空調設備の整った専用機械室に設置し、システムの稼動環境、安全化対
策を確保するとともに、無停電電源装置による電源の安全供給化、自動スケ
ジュールによるデータのバックアップの取得、ウイルス対策ソフトによるウ
イルスチェックなどデータ保護と安定稼動にも努めています。

3  法務リスク
　法令等に違反する行為、各種契約にかかわる不備等により損失を被るリス
クが「法務リスク」です。
　当金庫では、遵守すべき法令等をコンプライアンス・マニュアルに定め、研
修等を通じて役職員への周知徹底に努めています。また、新規業務の開始時
や各種契約の締結時には、担当部署によるリーガルチェックを実施するとと
もに、必要に応じて顧問弁護士や監査法人等の外部の専門家に相談を行って
います。

4 人的リスク
　人事運営上の不公平・不公正（報酬・手当・解雇等の問題）及び差別的行為（セ
クシャルハラスメント等）により損失を被るリスクが「人的リスク」です。
　当金庫では、雇用形態等に応じた人事管理の適切な実施及び職能資格制度
を基本とした職員の働きがいを高める人事運営に努めています。また、全職
員が人権を尊重した行動がとれるよう全職場で研修を行うとともに、セクシャ
ルハラスメント等を防止する取り組みとして相談窓口の常設やポスターの掲
示を行っています。

5 有形資産リスク
　災害その他の事象から生じる有形資産の毀損、損害などにより損失を被る
リスクが「有形資産リスク」です。
　当金庫では、管理すべき動産・不動産の所在と現状を定期的に把握し、各資
産の脆弱性を踏まえた防災・防犯対策に努めています。

6 風評リスク
　ろうきんに対する評判の悪化や風説の流布等により信用が低下し、損失を
被るリスクが「風評リスク」です。
　当金庫では、風評リスクの発生が懸念される場合、リスクの規模・性質に応
じて適切に対応することにより未然防止に努めています。また、万一発生し
た場合に備えて本部及び営業店の対応方法を定めたマニュアルを整備する
など、風評リスク顕在化の影響を最小限に抑えるよう努めています。

危機管理体制

　当金庫では、自然災害やコンピュータシステムの障害等の危機発生時に対す
る基本的な方針として「危機管理規程」を制定しています。
　危機発生時には対策本部を設置し、具体的な対応手順を定めた要領、マニュ
アル等に基づき迅速に対応できる体制を整備しています。さらに、大規模な
災害等の事態においても早期の復旧に努めるとともに、必要最低限の業務を
継続できるよう「業務継続要領」等を定めています。
　また、大規模災害等の発生を想定した訓練を定期的に実施するなど体制の
強化に努めています。
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プライバシーポリシー（個人情報保護方針） ❸ 個人情報の管理について
当金庫では、お客さまの個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えい・不正
アクセスなどを防止するため、セキュリティ対策を講じて適正に管
理いたします。

❹ 個人情報の開示・訂正・利用停止等について
お客さまが、ご自身の個人情報について、内容の開示・訂正・利用停止
等を求められる場合は、当金庫問い合わせ窓口（下記に記載のお問
い合わせ先）までご連絡ください。

❺ 個人情報保護の維持・改善について
当金庫は、顧客情報管理責任者をおき、お客さまの個人情報が適正に
取り扱われるよう、従業者への教育を徹底し、適正な取り扱いが行
われるように点検すると同時に、個人情報保護の取り組みを見直し
改善いたします。

❻ 個人情報等の法令等の遵守について
当金庫は、個人情報保護法などの法令等を遵守して、お客さまの個人
情報を取り扱いいたします。

❼ お問い合わせ先
 《当金庫本支店窓口》
 《コンプライアンス室》Tel 076－231－2147　Fax 076－231－1205

個人情報保護法への対応
　当金庫は、「個人情報保護法」に対して、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づきお客
さまの個人情報の保護に努めています。

❶ 個人情報の取得について
当金庫は、お客さまとのお取引やサービスを提供するため、適法かつ
公正な手段によって、お客さまの個人情報をお預かりいたします。

❷ 個人情報の利用について
（1） 当金庫は、お客さまの個人情報を、公表している利用目的あるい

は取得の際にお示しした利用目的の範囲内で業務の遂行上必要
な限りにおいて利用します。

（2） 当金庫は、お客さまが所属する労働組合等（会員団体）との間で、
お客さまの個人情報を共用させていただいております。

（3） 当金庫は、お客さまの個人情報の取り扱いを外部に委託するこ
とがあります。委託する場合には、当該委託先について厳正な
調査を行ったうえ、お客さまの個人情報が安全に管理されるよ
う適切な監督を行います。

（4） 当金庫は、法令に定める場合を除きお預かりした個人情報を、お
客さまの同意がない第三者への提供・開示はいたしません。

全国13ろうきん

全国労働金庫協会 労働金庫連合会

〈1番目の柱〉
経営基盤の強化に
向けて日頃から〈ろ
うきん〉の経営状況
をチェック。

経営上の問題点を
洗い出し、早期改善
に努めます。

〈2番目の柱〉
いざというとき、金
融面から〈ろうきん〉
をサポート。

労働金庫連合会の
金融機能を活用し
て支援します。

ペイオフへの対応
　当金庫では、ペイオフ全面解禁を受け、全額保護対象の「決済用預金」の発売や情報開示など、引き続き「安心・健全・貢献」
を前面に掲げ取り組みを行っています。

● 経営の健全性を高める取り組み
　当金庫は、2004年度より特定金庫として労働金庫法41条の 2第3項に基づく会計監査人の監査を受けています。

● 全国規模でのろうきんセーフティネットの整備
　お客さまの預金を守る公的セーフティネットとして「預金保険制度」があります。ろうき
んでは、この「預金保険制度」とは別に、ろうきん業態独自のセーフティネットを用意してい
ます。
　1番目の柱は、全国労働金庫協会による定例的な経営状況のモニタリングと監査です。全
国労働金庫協会は全国ろうきんの経営内容の定期的モニタリングを実施し、分析を行って
います。経営上の問題があった場合には、その問題の程度に応じて必要な措置を講じ、問
題の早期改善を図っています。また、労働金庫監査機構が全国ろうきんの監査を実施し、指
導を行っています。
　2番目の柱は、労働金庫連合会の金融機能を活用した「ろうきん相互支援制度」です。
万一、ろうきんに経営上の問題が生じ、支援が必要となった場合には、労働金庫連合会が緊
急資金の貸し出しや資本注入、資金援助を行うことにより経営をサポートします。 

顧客保護等管理態勢
● 管理態勢
　お客さま保護・利便性の向上にむけた「顧客保護等管理方針」
及びお客さまの金融に関する正当な利益の確保にむけた「利益
相反管理方針」を定めています。これら管理方針に則り管理規程
等を制定し、管理責任者（役員）及び管理部署の配置、研修の実施、
監査部による実効性の検証を行うなど態勢の整備に努めています。

● 顧客保護及び顧客の利便性向上への取り組み
　当金庫は、お客さまの資産、情報及びその他の利益を保護する
ため、お客さまとの取引に際する説明、お客さまからの相談又は
苦情等への対処、お客さまの利益相反の管理については、関係諸
法令等を遵守し、適切に行っています。また、お客さまに関する
情報についても適切に保護・利用等を行うことで、地域社会に貢
献できる金融機関として、お客さまの最大限の信頼を得ることが
できるよう努めています。

利用者保護への対応
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保険募集への対応
　当金庫は、住宅ローン関連の長期火災保険の取り扱いに
際し、お客さまに商品内容を正しくご理解いただけるよう、
適正な販売・勧誘活動に努めています。

保険募集指針（抜粋）

● 保険募集に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等
に努めます。

● 商品に関するお客さまの知識、経験、購入目的、資力状
況等を総合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に応じ
た保険募集に努めます。

● お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に
応じて、お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。

● お客さまのご意見等の収集に努め、また、ご契約締結後
もお客さまの満足度を高めるよう努めます。

金融商品に関する勧誘方針
　当金庫は、次の4項目を遵守し、お客さまに対して金融
商品の適正な勧誘を行っています。

❶ お客さまのご意向と実情に沿った、適切な金融商品をお
勧めします。

❷ お客さまご自身の判断でお取引いただくため、商品内容
やリスク内容など重要な事項を十分に理解していただ
けるよう、説明に心がけます。

❸ お客さまにとってご迷惑な時間帯や不都合な場所など
で勧誘を行いません。

❹ 本勧誘方針を役職員一同に徹底し、金融商品の販売、契
約に関する法令などの遵守に努めます。

インターネットバンキングにおけるセキュリティ向上の取り組み

【 nProtect : Netizenの機能 】

AntiWorm
（アンチワーム）

インターネット接続でのみ感染するワー
ムウィルスをパソコン侵入前に行動を検
知し、未然に感染からブロックします。

KeyCrypt
（キークリプト）

キーボード入力情報（キーログ）のハッキ
ング等パソコンの入力情報を盗むツール
から、口座番号、パスワード等の個人情
報が流出しないようガードを行います。

RealTime 
Detector
（リアルタイム・
ディテクター）

ろうきんのホームページを表示してい
る間は、ウィルスの活動や不正な情報
通信を常時監視・ブロックします。

Personal 
FireWall
（パーソナル・
ファイアウォール）

パソコンの通信状況を監視し、不審な通信
を遮断できます。パソコン内のデータを不
正に閲覧されるのを防いだり、不要な送信
を禁止したりして、情報漏えいや不正侵入
を防ぎます。

Phishing 
Block
（フィッシング・
ブロック）

[nProtect:Netizen] が起動している間、
ろうきんホームページとは関係のない
URLをブラウザが開こうとした際に、注
意を促すメッセージダイアログを表示さ
せます。

●セキュリティツール 
　「 nProtect : Netizen（エヌプロテクト :ネチズン）」の導入

● IBロックサービス
「IB ロックサービス」とは、
インターネットバンキングを
利用する際に、携帯電話から
ロックを解除しなければ、資
金 移 動 ができないようにす
るセキュリティサービスです。
このサービスで資金移動す
る時間帯を特定することに
より、パソコン画面から ID
やパスワードを盗む「スパイ
ウェア」の被害防止に有効で
す。携帯電話でモバイルバ
ンキングのサービス開始登
録を行っていれば、どなたで
もご利用できます。

●EV SSL 証明書の導入
「ろうきんインターネットバンキング」では、インターネットバン
キングに係るフィッシング対策として「EV SSL 証明書」を導入し、
セキュリティの強化をいたしました。これにより、お客さまが「ろ
うきんインターネットバンキング」にアクセスする際には、ろうき
んの正規サイトであることを簡便に確認することができます。

●預金等の不正な払い戻しへの対応
2008年2月28日に開催された全国労働金庫協会第10回理事
会において、預貯金者保護法の趣旨を踏まえ、盗難通帳やインタ
ーネットバンキングによる預金等の不正な払い戻しの被害が発
生した際に、ろうきんに過失がない場合でもお客さまに過失がな
いときは、原則保障する旨の申し合わせを行いました。今後も安
心してろうきんをご利用いただくための取り組みを強化し、お客
さまの立場に立った対応に努めます。



企業の社会的責任（CSR）への取り組み

2007年度 2008年度

実行件数 68件 22件

実行金額 310,520 118,200
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　当金庫では、自然災害により被害を受けた方々に対して、災害支援活動を積極的に行っています。地域に甚大な被害をもたらした能登半
島地震、富山県東部高波被害、北陸豪雨・突風被害に際しては「災害救援ローン」を特別金利で新規取り扱い又は継続し、2008年12月末
まで実施しました。また預金の払出し等に関する特別措置の設定を行いました。

災害救援ローン利用状況

災 害 支 援 活 動

金 庫 役 職 員 の 取 り 組 み

地域のために

地域に密着した活動を通じ、
地域の皆さまのお手伝いをしています。
北陸ろうきんは、「ろうきんの理念」に基づき、人々が喜びをもって共生できる社会の実現に寄与する
ことを目的とし、金融機能を活かした支援、地域活動・行事への積極的参加を行っています。

　当金庫では、社会貢献活動の一環として、2004年度より金庫役職員による献血の取り組みを行っています。2008年度は、合計で41
名が献血を行いました。

　当金庫では、地域イベント、スポーツ行事等の主催・協賛を通じ、地域の皆さまとの交流を深める活動を行っています。
　｢24時間テレビ31｣への協賛により、総額981,808円の募金が結集され、労金協会を通じて寄付を行いました。
　また、全店舗での地域イベントの開催を通じ寄せられた募金額は総額1,985,641円となり、各種団体に寄付を行うことで、地域福祉の
向上に役立てられています。

地 域 社 会 で の 取 り 組 み

単位：件、千円

福井県少年野球大会 24時間テレビ31（本店営業部） 地域イベント（滑川支店　チャリティろうきん祭り）



※2009年7月1日現在

29HOKURIKU-ROKIN | DISCLOSURE  2009

企
業
の
社
会
的
責
任
（
C
S
R
）
へ
の
取
り
組
み

育児支援
ローン概要

■ 融資限度額 :100万円以内

■ 返済期間 :5年以内

■ 融資利率 :1.5%（保証料込み）

　当金庫では、顧客満足（CS）向上
を重要課題と位置付け、アンケート
や各営業店へ寄せられたお客さまか
らの貴重なご意見・ご要望を活かし
て改善施策を進めております。今後
も、より良質で安心できる <ろうき
ん> らしい商品・サービスをご提供
するために業務改善に生かしていく
とともに、｢安心・健全・貢献 ｣をモッ
トーに高い信頼が得られるよう、一
層の努力を続けてまいります。

主な改善実施項目

■   お客さまの住宅関連の資金繰りをバックアップするため、「住宅ローン固定金利選択
型10年」の融資金利を引き下げました。

■   企業の合理化や倒産などで住居を無くした勤労者に対して、住宅入居初期費用や就職
活動費用などを融資する「就職安定資金」の取り扱いを始めました。

■   全労済の「ろうきん住宅ローン専用火災共済（付帯自然災害共済）」の取り扱いを始め
ました。

お客さまのために
北陸ろうきんは、お客さまのために何ができるかを、
一生懸命考えています。

C S 向 上 の た め の 改 善 実 績

お 客 さ ま 支 援 融 資 の 開 発

　｢生活総合福祉金融機関 ｣として、災害救援ローンや育児支援ローンなど、
ろうきん業態統一の取り組みとして低利で利用しやすいローン商品の取り扱
いを行っています。また、各提携自治体の預託金を活用し、住宅費用や下水道
改造資金に利用いただける自治体提携融資制度を提供したりしています。そ
の他、石川県のプレミアムパスポート事業や福井県のすまいるFカード事業
に協賛しています。また、2008年度より「いしかわの木づかい応援住宅ロー
ン制度」を発足し、対象のお客さまには、ローン金利の優遇特典を設定したり
しています。
　また、お客さまの収入減少等の生活応援を目的とした、「緊急生活応援特別
融資制度　サポート５０」を期間限定で発売いたしました。
　ろうきんは、今後も働く人たちの暮らしを側面から支える活動を積極的に
展開していきます。



セミナー
回数（回） 人数（人）

消 費 者 セ ミ ナ ー    28 1,032
ラ イ フ プ ラ ン セ ミ ナ ー    73 2,453
年 金 セ ミ ナ ー 110 2,861
資 産 運 用 セ ミ ナ ー    15    511

相談会（回）

出 張 相 談 会 297

相　　談
件数（件）

777

多重債務防止セミナー
回数（回） 人数（人）

多重債務防止セミナー 53 1,293

融資商品名 件数（件）

お ま と め 名 人 438
生 活 応 援 プ ラ ン 135
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生活応援活動の取り組み
　急激に悪化する経済環境下で雇用悪化・収入減少に苦しむ勤労者を救済するため、4/1～
7/31の期間、収入減を補う生活資金を目的とした融資商品「生活応援特別融資　サポート50」
の販売と、返済期間の延長や元金据置などの返済条件の変更等を受け付ける「緊急特別相談会」
を、全営業店で開催しました。
　さらに、期間中は各ローンセンターと魚津支店（富山県）、小松支店（石川県）、武生支店（福井県）
の３店舗で、毎週土曜日も緊急特別相談会を開催致しました。
　その他会員・推進機構と連携して、組合員の皆さまの年代別のライフイベントにかかる費用や
将来の生活設計を中心にしたセミナーを展開したり、お客さまへの教育・学習活動に努めていま
す。また、当金庫ホームページ内にも「トータルライフプラン講座」を掲載しております。

ラ イ フ プ ラ ン 支 援 活 動

多重債務対策の取り組み

　「お金の問題！気づきキャンペーン」をろうきん業態を挙げて全国展開しました。これまで以
上に多重債務者対策が当金庫でも求められるとの認識から『ろうきんに相談してみよう！』を合
言葉に、専用融資商品を利用した借換や、取りまとめによる債務の一本化での金利軽減、返済金
負担減の取り組みを展開しました。
　また、専門家（弁護士や司法書士）とタイアップした当金庫「相談ネットワーク」を活用し、相
談体制の拡充等を進めています。

相談ネットワーク（弁護士。司法書士）
2008年度は、専門家とタイアップした相談件数が186件ありました。

借換や一本化による融資状況多重債務対策の取り組み状況

注）年度中に融資実行した件数を記載しています。
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　当金庫では、本店ビル・センタービ
ルにおいて環境に配慮した取り組みを
行い、（株）日本環境認証機構 JACOの
審査を受け、北陸の金融機関として初
めて 2003年 3月 26日 ISO14001
の認証を取得しました。（登録番号
ECO2J0370）
　2009年度も引き続き、環境方針に
基づき環境保全の取り組みを展開して
いきます。

❶ 環境に配慮したエコ商品の購入
❷ 環境に配慮した融資制度の開発

【 環境に配慮した取り組み商品の実施 】
オール電化やガス化住宅を導入した
住宅の購入者に対して「住宅ローン」の
金利を優遇する制度を行っています。

　【 職場におけるクールビズの実施 】
地球温暖化防止の取り組みとして、

職場におけるクールビズを実施しています。
皆さまのご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。

【 紙類・水資源使用量の削減 】
当金庫では、紙類・水資源の
使用量削減に努めています。

【 廃棄物の減量 】
当金庫では、廃棄物の減量に努めています。

環境のために
北陸ろうきんは、
環境問題に真剣に取り組んでいます。

I S O 1 4 0 0 1 の 推 進

4 つ の 柱 と 7 つ の 取 り 組 み

環　境　方　針

① 環境に関する法規制・条例等を遵守します。

②  目的・目標を設定し、その達成を目指すと共に、必要な見直しを行い環境
マネジメントシステムの継続的な改善及び汚染の予防に努めます。

③  この環境方針は、職員等への環境教育の徹底を通じ周知いたします。

④  この環境方針は、当金庫のホームページなどで内外に公表します。

1. 環境商品の拡大

❸ 電力使用量の削減
❹ ガソリン消費量の減量（アイドリングストップ）

2. 温暖化対策

❺ 紙類使用量の削減
❻ 水資源使用量の減量

3. 省資源

❼ 廃棄物の減量

4. 環境型社会の推進



提案件数

2006年度 :152件
2007年度 :151件
2008年度 :196件

主な休暇・休業制度

年次有給休暇、育児休業制度、季節休暇、生理休暇、
妊産婦通院休暇、つわり休暇、結婚休暇、配偶者
出産休暇、忌引休暇、産前産後休暇、永年勤続特
別休暇、介護休暇、私傷病休暇　等
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職員のために

北陸ろうきんは、健康で働き甲斐のある
職場風土づくりに努めています。
当金庫では、職員が健康で働きやすい職場環境を構築するため、さまざまな制度を導入しています。
働きやすい職場環境の提供により職員が成長することで、当金庫もともに成長できると考えています。

福利厚生制度の充実

　職員の充実した仕事への姿勢は、家族との良好なコミュニ
ケーションや家族のあたたかい支援のうえに成り立っていま
す。当金庫では、個々人のライフスタイルに合わせた働き方
が選択でき、仕事と暮らしのバランスをとることができるよ
う、さまざまな福利厚生制度を導入しています。

教育研修の実施

　「生活総合福祉金融機関」として、お客さまにさまざまなご
提案ができるよう、当金庫では、職員のスキルを高めるため
の取り組みを行っています。
　自己啓発のための通信教育の提供や、階層別の教育研修を
通じ、能力開発を充実させる取り組みを積極的に展開するこ
とにより、職員一人ひとりが自己の存在意義を見出し、活気
あふれる職場風土が醸成できると考えています。

改善提案の取り組み

　当金庫では、職員が積極的に「改善」を実践できるように、
改善提案制度を設けています。業務効率化やコスト削減、顧
客満足の向上に繋がる改善など、提案しやすい環境を構築し、
提案内容を金庫で全体化することで、改善意識の高揚を図っ
ています。
　職員の自発的な改善意識も確実に定着してきており、活気
があり、働き甲斐のある職場となっています。

　当金庫では、職員の健康管理体制の強化を図るため、専門知識を有する産業看護職を配置してい
ます。健康診断結果に基づく保健指導や健康相談、メンタルヘルス対策など、いつでも気軽に相談
できる環境を整備し、心身両面からのサポートによる健康維持・増進の向上を支援しています。

働 き や す い 職 場 環 境 の 構 築

健 康 維 持・増 進 の た め の 取 り 組 み

改善提
案

○○○○○○
△△△△
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社会貢献活動

北陸ろうきんは、地域や社会への
幅広い貢献活動を展開しています。
当金庫では、「ろうきんの理念」に基づき、人々が喜びをもって共生できる社会の実現に寄与するため、
「地域福祉・社会貢献活動の取り組み」について、NPO法人やボランティア団体の活動の促進を図る
ことを目的とした諸制度をはじめ、以下のような取り組みを展開しています。

　北陸ろうきんでは、ＮＰＯ法人やボランティア団体への金融サービスとして、４つの支援制度を取り扱っています。

NPO助成金制度の実績

　北陸ろうきんでは、NPO法人・ボランティア団体の活動の活性化を図るため、2003年度
から助成金制度を実施しています。地域貢献性のほか、独創・先駆性、参加性、成長性、継続・
将来性を選考基準として、交付する団体を決定しています。2008年度は、24団体に総額
295万円を助成しました。

助成団体一覧

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 等 へ の 支 援 制 度

支援制度の種類 制度の概要

ＮＰＯ事業サポートローン制度 NPO法人・ボランティア団体向けの融資制度です。法人の目的に関係する事業の運転資
金や設備資金を融資する制度です。

Ｎ Ｐ Ｏ 助 成 金 制 度 団体として顕著かつ継続的に活動しているNPO法人・ボランティア団体に助成金を交
付する制度です。

寄 付 シ ス テ ム 制 度 会員や寄付をする方の普通預金口座から、自動的に会費や寄付金を引き落としてNPO
法人・ボランティア団体の口座に振り込む制度です。

各 種 手 数 料 免 除 制 度 事前に登録されたNPO法人・ボランティア団体が送金や振り込みをするときに手数料
などを免除する制度です。

県名 団体名 助成金対象活動（事業）名

富
山
県

あゆみ会 音訳作業に使用するデジタル録音機購入費
ウィニング・パスとやま 障害者スキー（チェアスキー）体験会、競技会、指導、介助事業
富山県音声訳ボランティア　ひまわりの会 音訳作業に使用する録音媒体の購入
NPO法人　茶道清風の会 茶道こども教室　高岡開町４００年記念「こども古城の杜茶会」の開催
NPO法人　Ｎプロジェクトひと・みち・まち 女性の視点をいかしたひと・みち・まちづくりの推進事業
NPO法人　どんぐり山共同保育園 子供の自然体験を通じたたくましい体と豊かな心を育む自然大好き保育事業

石
川
県

NPO法人　トトロの家 みんな生き生き！ふれあい喫茶オープン費用
BCSG石川 乳がんほっとライン
NPO法人　福寿草の郷 施設に通う障害者等のメンバーと地域住民との交流を行う秋祭の開催
能登町立壁四方山あつまろう会 高齢者の健康維持を目的とした「あつまろう会」の備品購入
NPO法人 かなざわ総合スポーツクラブ 障害者武道講習会（障害者スポーツについての講義、障害者武道の体験講習）
NPO法人おとぎの杜 エコをキーワードにした第六回笑顔でエコ・どんどこドン！の開催
犀川河川愛護会 犀川の環境保全とふれあい交流の拡大運動
NPO法人　志ネット・石川 居住環境整備事業（トイレ、洗面、リビング改修）
城と庭のボランティアガイドの会 金沢城・兼六園施設のガイドに使用するメガホン等の購入
石川県歩こう会連絡協議会 県民の健康増進を目的としたウォーキング大会の開催

福
井
県

地球生物会議（ALIVE）福井 動物愛護を訴えたパネル展と上映会の開催
NPO法人　エリア0 当法人事務所取得記念ライブ
NPO法人　障害者自立援助センターしいのみ 共同生活事業（GH）開設に伴う防炎カーテン購入
明新ハンドベルクワイア 「ようこそハンドベルの世界へ」ハンドベルで交流事業
NPO法人　今立ファミリーサポートひなたぼっこ 生きがいと介護予防のための食事サービス事業
福井市児童クラブ連絡会 福井市児童クラブ合同クリスマス会等の開催
社児童クラブ 放課後児童健全育成事業
マリンカの会 マリンカ30周年記念事業　ジャズピアノコンサートと記念の集い



商　品　名 優遇 金利区分 ご融資限度額 ご返済期間 お使いみち

自 動 車 ロ ー ン 500万円 10年以内
新車・中古車の購入、車検、免許取得、ガレージなど、お車
に関するあらゆる費用に。
また、他行の自動車ローン借換資金に。

ラ
イ
フ
ロ

ー

ン

フ リ ー プ ラ ン 1,000万円 10年以内 耐久消費財の購入、レジャー、旅行など、暮らしのための
生活資金全般に。

マイホームプラン 1,000万円 15年以内
居住用住宅の新築・購入、増改築、修繕、宅地購入資金な
ど、マイホームに関する費用に。また、他行の住宅ロー
ンの借換資金に。

ブライダルプラン 1,000万円 10年以内 結納から結婚式、新婚旅行、家財など、本人及びご家族の
結婚に伴う費用に。

教 育 ロ ー ン 1,000万円 15年以内
（据置期間を含む）

入学金、授業料、アパート（下宿）代金、仕送りなど、教育
に関する費用に。在学期間中は元金据置が可能。（固定
金利では、分割融資も可能）

か ん た ん プ ラ ン 300万円 10年以内 暮らしのための生活資金全般に（負債整理資金は除く）。

お ま と め 名 人 500万円 10年以内 他行ローンなどを取りまとめることにより、金利、返済
金の負担軽減を図り、家計にゆとりを。

生 活 応 援 プ ラ ン 1,000万円 10年以内 負債整理など、各種ローンの借換資金に。
〈生活応援のろうきん〉ならではのローン。

カ

ー

ド
ロ

ー

ン

ロ ッ キ ー ド ゥ 50万円

1年
（1年毎の自動更新）

ろうきん会員のみなさま専用で、ご融資極度額の範囲内
で繰り返しご利用いただける安心なカードローン。
旅行・ショッピング・冠婚葬祭など、
お使いみちは自由自在。 マ イ プ ラ ン 300 300万円

マ イ プ ラ ン 100 100万円
一般勤労者のみなさま専用のカードローン。
 

年金カードローン 50万円
ろうきんに公的年金のお受け取りをご指定の方専用の
カードローン。 

福
祉
ロ

ー

ン

育 児・介 護 休 業 200万円 10年以内
（据置期間を含む）

育児・介護休業期間中の生活資金に。

介 護 ・ 医 療 500万円 10年以内 介護のための機器購入や医療費に。

災 害 救 援 ロ ー ン 500万円 15年以内 自然災害等で被災した不動産及び生活の復旧資金に。

ろうきん育児支援ローン 原則　　100万円 5年以内
（据置期間を含む）

育児期間中の子育て費用及び育児休業中の生活費補填
の資金に。

年 金 ロ ー ン 200万円
（年間受給額の範囲内）

3年以内 ろうきんに公的年金のお受け取りをご指定の方専用の
ローン。お使いみちは自由。

希 望 ロ ー ン 500万円
（予定退職金の範囲内）

5年以内 5年以内に退職見込みの方で、退職金で完済可能な方に。

住 宅 つ な ぎ ロ ー ン 5,000万円
（当該融資承認額）

1年以内 住宅金融支援機構等の資金交付までのつなぎ資金として。

サ ポ ー ト 50
（生活応援特別融資制度） 50万円 5年以内

（据置期間を含む）
賃金・一時金の削減等に伴い、所得の減少を補うための生
活資金に。（2010年3月末まで）

の内容については、39ページのサービス業務をご参照ください。
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商　品　名 優遇 金利区分 ご融資限度額 ご返済期間 お使いみち

住
宅
ロ

ー

ン

団 信 保 険 付

変 動 金 利 型
1億円
原則担保評価額の
範囲以内　

35年以内

住宅の新築・購入、増改築、宅地購入、
他行の住宅ローンの借換資金に。

固定金利選択型

上限金利設定型

3 大 疾 病
保 障 特 約

+
障害特約団信付

変 動 金 利 型
6,000万円
原則担保評価額の
範囲以内

固定金利選択型

上限金利設定型

ラ
イ
フ
ロ

ー

ン

フリープラン
変 動 金 利 型 1億円

担保評価額の範囲以内
35年以内

耐久消費財の購入、レジャー資金
や旅行の費用、その他生活に関す
る資金に。固定金利選択型

借 替 プ ラ ン 7,000万円
担保評価額の範囲以内

25年以内 借換（ローン一本化）専用のローン。

生 活 応 援 プ ラ ン 7,000万円
担保評価額の範囲以内

25年以内
債務整理など各種ローンの借換資
金に。〈生活応援のろうきん〉なら
ではのローン。

災 害 救 援 ロ ー ン
1億円
担保評価額の範囲以内

35年以内 自然災害等で被害を受けた不動産
の復旧に。

生き活きローン（証書口、カード口）
7,000万円
担保評価額の範囲以内
（カード口は1,000万円以内）

35年以内
（5年毎の自動更新）

住宅に関する費用や生活資金に、
融資枠の範囲内で繰り返しご利用
できるローン。

預 金 担 保 ロ ー ン 定期性預金・定期積金
の残高範囲内 1年以内 預金を担保として多様な用途に。

有 価 証 券 担 保 ロ ー ン 有価証券の
種類毎に設定 1年以内 株式・公社債を担保として多様な

用途に。

※各商品とも、原則保証機関の保証が必要です。各商品の内容は2009年7月1日現在のものです。

商　品　名 内　容

住 宅 金 融 支 援 機 構 買 取 型
住宅ローン（フラット 35） 住宅金融支援機構の証券化支援事業（買取型）を活用した全期間固定金利（最長35年）の住宅ローンです。

自 治 体 提 携 ロ ー ン 自治体とろうきんが提携し、地域にお住まいのみなさまを対象にした低利な融資制度。
勤労者小口資金制度、勤労者生活安定資金制度、勤労者育児・介護休業資金制度、水洗便所改造資金制度など。

「ここがお得」な
ろうきん住宅ローン
●返済終了まで当初の優遇金利幅を適用

●繰上げ・一括返済の手数料不要

●資金の受け取りが選択可能
　 （分割融資・一括融資）

●不動産評価額以上のご融資もOK
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■ 提携ローン

■ 有担保　　  …「融資金利優遇制度」対象商品



項　　目 内　容 優遇幅

定期預金残高
100万円以上 0.10%

300万円以上 0.20%

1,000万円以上 0.30%
給与振込指定 ご指定の方 0.30%
公共料金の自振契約 2種目以上 0.20%
ろうきんUCカード ご契約の方 0.10%
一般財形 ご契約の方 0.10%
財形年金 ご契約の方 0.20%
財形住宅 ご契約の方 0.20%
エース預金 ご契約の方 0.10%
積立定期預金 ご契約の方 0.10%
自動車ローン ご契約の方 0.10%
有担保ローン ご契約の方 0.20%
当金庫扱い住宅金融支援機構
及び県年金融資 ご契約の方 0.10%

項　　目
優遇幅

無担保 有担保
（a）※いずれかひとつ

0.30% 0.15%給与振込【10万円以上】ご指定の方
財形貯蓄【2契約以上】ご加入の方

（b）※いずれかひとつ

0.20% 0.05%

公的年金振込ご指定の方（本人、家族※1）
（※1 同居親族又は父母・祖父母（義理含む））

ろうきんローンご利用中の方（※2）
（※2 カードローン、手形貸付、当座貸越は除く）

リピーターの方（※3）
（※3 過去5年以内にろうきんローンの返済が終了した方）

（c）※いずれかひとつ

0.10%

0.05%
財 形 貯 蓄・
積立型預金
の積立額が
5,000円以上
の方には、さ
らに 0.05%
追加優遇

給与振込【5万円以上10万円未満】ご指定の方
財形貯蓄【1契約以上】ご加入の方
積立型預金（エース預金・積立定期預金）ご契約の方
マイプランご契約の方（既契約含む）

（d）ろうきん会員の間接構成員の方
　　（勤労者互助会は除く） 0.10% 0.10%

（e）宅建会員業者・指定業者紹介の方
　　（無担保はライフローン [マイホームプラン ]のみ） 0.20% 0.10%

（f）オール電化・性能優良住宅・
　  ガス化住宅を建設の方
　　（無担保はライフローン [マイホームプラン ]のみ）

0.05% 0.05%

（g）「いしかわの木づかい応援住宅ローン制度
　　の対象住宅」を建築購入される方
　　（石川県内に建築購入される方のみ）
　　（無担保はライフローン [マイホームプラン ]のみ）

0.05% 0.05%

（h）プレミアムパスポートをお持ちの方
　　（石川県内在住の方のみ） 0.30% 0.10%

（i）すまいる Fカードをお持ちの方
　　（福井県内在住の方のみ） 0.30% 0.10%

（j）エコカー購入の方
　　※電気自動車又はハイブリッド自動車購入の方（自動車ローンのみ） 0.10% ー

対象商品 【 無担保 】 自動車ローン、教育ローン、ライフローン
【 有担保 】 住宅ローン、ライフローン [フリープラン ]

対象商品 ロッキードゥ、マイプラン300、マイプラン100

特別融資金利優遇項目（a~i との併用不可）
障害者手帳をお持ちの方（本人、家族※4）
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
（※4　同居家族又は、父母（義理含む））

1.00% 0.35%

項　　目
優遇幅
無担保

給与振込ご指定の方 0.50%
ろうきん会員の間接構成員の方（勤労者互助会は除く） 1.00%

対象商品 かんたんプラン
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ろうきんの
ローンセンター
全6店舗

毎週水曜日
（19時まで）

ローンセンター併設店舗
を除く全営業店

毎月第2土曜日
（10～17時まで）

石川県庁出張所、及び
ローンセンター併設店舗
を除く全営業店

お客さまのろうきん取引状況などによって、下記の融資商品に
ついて、金利を最大1.50%基準金利より差し引かせていただき
ます。

■ 融資金利優遇制度

■ マイプラン金利優遇制度
お客さまのろうきん取引状況によって、下記のマイプラン商品の
金利を最大2.00%基準金利より差し引かせていただきます。

お客さまのろうきん取引状況などによって、下記の融資商品につ
いて、金利を最大0.70%（無担保）、0.35%（有担保）基準金利
より差し引かせていただきます。

〈ろうきん〉に聞いてみよう !
クルマ・結婚資金・レジャー・住宅など、ローンのことならなんでも…

ロッキードゥは、給与振込指定5万円以上をご指定いただきます
と、上記の取引状況にかかわらず特別に基準金利より 2.60%
差し引かせていただきます。

〈ろうきん〉では、ローンに関するいろいろなことをお気軽にご相談いただ
けるように、営業店で「ローン相談会」を実施しています。また、「ろうきん
のローンセンター」では、年中無休でみなさまからのご相談を承っています。

ローン
相談会

富山県
ローンプラザナビ
ローンプラザナビ高岡

石川県
ローンプラザ・オアシス
ローンプラザ松任

福井県
ライフプランセンター L・B-1
ライフプランセンター嶺南

●年中無休 （ただし、12/31・1/1～1/3は除きます）
　平日 :10～19時まで /土・日・祝日 :10～17時まで

※店舗の詳細は、「店舗一覧」（45～46ページ）をご覧ください。

お仕事の都合でご来店いただけない方のために、北陸ろうきんのホームページ（http://hokuriku.rokin.or.jp）では、 簡単にご利用い
ただける「ローンシミュレーション」や「ローン相談・仮申込み（仮審査）」を随時受け付けています。また、バーコードリーダー対応の
携帯電話で、役立つ情報満載のモバイルサイトへ簡単にアクセスできます。ぜひ、ご利用ください。



商　品　名 優遇 期　間 預入金額 特　　徴

普 通 預 金 出し入れ自由 1円以上 1冊の通帳に5つの機能 ｢預ける・貯める・支払う・借りる・受け取る ｣をセ
ット。
日々の取引を集計してくれる ｢家計簿サービス ｣、残高不足をカバーする ｢た
てかえサービス ｣、ご夫婦や親子でひとつの口座がふたりで使える ｢ Ｗネー
ムサービス ｣など、便利な機能付き。
自動融資（定期預金、積立定期預金及びエース預金の合計額の90％以内で最
高300万円）の機能がとても重宝。
公共料金の自動支払や年金のお受け取りなど、おサイフがわり、家計簿がわり
に使える便利な預金。

定 期 預 金

該当の各商品に同じです
積 立 定 期 預 金

貯 蓄 預 金

エ ー ス 預 金

財
形
貯
蓄

一 般 財 形 3年以上 1,000円以上 積立てはじめてから1年たてば必要額に応じてお引き出し可能。

財 形 年 金 5年以上 1,000円以上 将来に備えて年金資金を蓄える預金。
財形住宅と合わせて貯蓄残高550万円まで非課税。

財 形 住 宅 5年以上 1,000円以上 住宅の新築・購入・増改築などのための預金。
財形年金と合わせて貯蓄残高550万円まで非課税。

エ ー ス 預 金
原則として
3年以上の

エンドレス積立
100円以上

将来の計画に合わせて積立期間を自由に選択。エース預金を使った「マイド
リーム」は、50万円・100万円・200万円の3つの積立コースがあり、新規
ご契約の方に素敵な商品をプレゼント。

積 立 定 期 預 金 3カ月以上
10年未満

100円以上 目的に合わせて期間を自由に選んで積立てる預金。

定
期
預
金

自由金利型定期預金 1カ月以上
10年以内

1,000万円以上 1,000万円以上の大口資金を安定・高利回りに運用するプラン。

ス ー パ ー 定 期 300 1カ月以上
10年以内

300万円以上 300万円以上のまとまった資金に最適。

ス ー パ ー 定 期 3カ月以上
10年以内

300万円未満 300万円未満を預けるのに手軽な定期預金。

ハイパーΣ（シグマ）定期300 最長
3年・5年
7年・10年

300万円以上
1,000万円未満 6カ月据え置けばいつでも引き出し可能。

金利は預入期間に応じてステップアップし、しかも半年複利。
ハイパーΣ（シグマ）定期 1万円以上

300万円未満

ワ イ ド 定 期
（ 期 日 指 定 定 期 ） 最長3年 300万円未満 1年ごとに複利で計算されて有利。1年たてば、引き出し可能。

変 動 金 利 定 期 最長3年 100円以上 半年ごとに新しい金利を適用。単利型と複利型があります。

福 祉 定 期 300 1年 300万円以下 障害年金や児童扶養手当等の支給を受けられている方に、300万円を限度
として店頭表示金利よりも有利な金利を適用する定期預金。

年 金 定 期 100 1年 100万円以下 ろうきんに公的年金のお受け取りをご指定の方に、100万円を限度として
店頭表示金利よりも有利な金利を適用する定期預金。

貯 蓄 預 金 出し入れ自由 1円以上 お預け入れ残高に応じ、金利が段階的にアップ。スウィングサービス機能付き。

定 期 積 金 6カ月以上
5年以内

100円以上 毎月1回、一定額を積立てます。

通 知 預 金 7日間以上 5,000円以上 まとまった資金を短い期間で有利に運用できる預金。

当 座 預 金 出し入れ自由 1円以上 組合財政、生協運用資金などのお支払いに、労金小切手をご利用いただく預金。

普 通 預 金 無 利 息 型
（決済用預金）

出し入れ自由 1円以上 無利息預金で、預金保険制度により全額保護される預金。

エ ー ス 年 金 プ レ ミ ア ム

据置
3カ月以上5年以内

お支払
3年以上20年以内

500万円以内
2007年3月以降に55歳以上で退職された方専用。お預け入れは1回のみ
で据置期間後はあらかじめ決められたサイクルで一定額をお受け取りいただ
けます。据置期間中は金利を0.1%上乗せ。

北陸ろうきん投信プレミアムプラン
（スーパー定期、スーパー定期300、

 自由金利型定期預金）

3カ月
又は5年

上限は投信購入
金額まで

ろうきんで投資信託をご購入いただいた方が同時にお預け入れいただけま
す。投信購入額と定期預入額は合計100万円以上で、店頭表示金利よりも有
利な金利を適用する定期預金。投信のうちMMFは除きます。

※各商品の内容は、2009年7月1日現在のものです。

総
合
口
座「
パ
レ
ッ
ト
キ
ュ
ー
ブ
」
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預金商品

〈ろうきん〉は
財形貯蓄のトップバンク

財形貯蓄は、勤労者の財産を形成するために、国が法律で定めた預金です。<ろうきん>では、勤労者のみな
さまの意見を伺い、より良い財形制度とするための運動を展開しています。全国の<ろうきん>の財形貯蓄
契約件数は、金融機関トップの約310万件、残高も第1位の3兆7,833億円です。 （2009年3月末現在）

　 …「融資金利優遇制度」対象商品



業務の種類 期間 申込単位 特 徴 ・ 留 意 点

国 債 窓 口 販 売 業 務

日本国が発行する安全性の高い債券です。
満期日の元本の償還や半年ごとの利子のお支払いは日本国が行います。
※中途換金した場合、投資金額を下回ることもございます。

長期利付国債 10年 5万円

個人向け国債
10年

1万円
5年

投 資 信 託 窓 口 販 売 業 務

投資信託とは、多くのお客さま（投資家）から集めた資金をひとつにまとめて基金（ファンド）を作り、
それを運用のプロである専門家（投信会社）が情報収集や分析を行いながら運用し、得られた利益を
お客さま（投資家）に分配する金融商品です。
※ 一般の円預金とは異なり、投資信託には高い収益（リターン）が期待できる反面、運用成果や運用する株式・債
券・為替市場の変動により、低い収益しか確保できない場合や元本割れの可能性（リスク）もあります。

ファンド名 運用会社 主な投資対象 特　　色

財 産 3 分 法 フ ァ ン ド
（不動産・債券・株式）毎月分配型

日興
アセットマネジメント

国内の
不動産・株式・国外

の債券

国内の不動産・株式・国外の債券への分散投
資を行い、高い配当収益の確保と安定した信
託財産の成長をめざします。

グ ロ ー バ ル・ ソ ブ リ ン・
オ ー プ ン 毎 月 決 算 型 国際投信投資顧問 世界主要先進国の

ソブリン債券
世界主要先進国のソブリン債券に分散投資
し、長期的に安定した収益をめざします。

イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 225 日興
アセットマネジメント 国内の株式

投資の成果を日経平均株価の動きにできるだ
け連動させるため、原則として200銘柄以上
に分散投資します。

地球温暖化防止関連株ファンド
（愛称 : 地球力）

新光投信 国内外の株式
地球温暖化防止に取り組む世界の株式で、将
来性が期待される気候変動防止技術などを保
有する企業に実質的に投資します。

※その他の窓口販売投資信託取り扱い商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ダイワMMF／ダイワ外債ソブリン・オープン／DIAM高格付インカム・オープン（愛称：ハッピークロ－バ－）／ダイワ好配当日本株投信（愛称：季節点描）／株ちょフ
ァンド日本（愛称：カブチョファンド）／DIAMワールド・リート・インカム・オープン（愛称：世界家主倶楽部）／世界の財産3分法ファンド／世界のサイフ

（2009年7月1日現在）
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各種業務のご案内

■ 有価証券業務（国債･投信窓口販売業務）

■ 主要な窓口販売投資信託取り扱い商品

■ 内国為替業務
当金庫では、給与振込などの国内のお客さまの間での資金の送金（送金為替）、
公共料金引落しなどの取立ての仲介（代金取立）業務を行っています。

■ 有価証券投資業務
業務上の余裕金の一部について、確実性、流動性、収益性に留意して有価証券投資を行っています。
詳しくは有価証券に関する指標に掲載しています。



種          類 内          容

キャッシュバックサービス カードローンをご利用の方又は5万円以上の給与振込口座ならびに年金受取口座については、他金融機関で
お引出しの時にかかった手数料を、1回につき105円、キャッシュバックさせていただきます。

キ ャ ッ シ ュ サ ー ビ ス
全国のろうきんのATM・CDでは、お預け入れ･お引き出し・残高照会等ができます（手数料無料）。ゆうち
ょ銀行・セブン銀行のATMでは、お預け入れ･お引き出し・残高照会等ができます（お預け入れ・残高照会
は手数料無料）。MICS加盟の他金融機関のATM・CDでは、お引き出し・残高照会等ができます。

相 互 入 金 サ ー ビ ス 労働金庫・第二地方銀行・信用金庫・信用組合の四業態の提携金融機関 ATMで、ろうきんキャッシュカード・
カードローンの入金ができるサービスです。（手数料無料）

デ ビ ッ ト カ ー ド サ ー ビ ス キャッシュカードで、買い物や飲食の代金を支払うことができる便利なサービスです。
手数料や年会費等も一切かからず、申込み手続きも不要です。

ク レ ジ ッ ト サ ー ビ ス （株）労金カードサービスとUC（ユニオンクレジット）との提携によりUCマスターとUC-VISA を国内、海
外でご利用いただけます。

イ ン タ ー ネ ッ ト・
モバイルバンキングサービス

インターネットに接続されたパソコンや携帯電話を使って , どこからでも振込や残高照会などのお取引がで
きるサービスです。定期預金等のお取引もご利用できます。
年間ご利用手数料は無料となっています。

Web お 知 ら せ サ ー ビ ス 〈ろうきん〉からお知らせする《残高のお知らせ》などを書面に替えてインターネットを経由してご覧いただ
けるサービスです。ご自宅のパソコンの他、携帯電話でもご利用いただけます。

財形・エース預金（エンドレス型）
電話振替サービス（ZATTS）

一般財形又はエース預金（エンドレス型）のご契約の方が、お支払いや残高照会を電話でできるサービスで
す。（年金・住宅財形は残高照会のみ可能です。）

ク イ ッ ク レ ス ポ ン ス 無担保ローンの融資審査のスピードアップを目的に、FAXやインターネット・モバイルでの仮申込み（仮審査）
手続きによって、融資の可否審査を行うシステムです。

定 例 自 動 送 金 サ ー ビ ス 定期的に一定金額を全国の金融機関の指定口座へ普通預金口座から送金します。
毎月の家賃や駐車場代、お子様への仕送りなどに便利です。

公 共 料 金 等
自 動 引 落 と し サ ー ビ ス

電話･電気･ガス･水道･ＮＨＫ受信料などの公共料金、クレジットカードのご利用代金などをご指定の預金口座
から自動的にお支払いいたします。

給 与 振 込 サ ー ビ ス 毎月の給与、ボーナスが指定口座に振り込まれます。
給料日には全国のキャッシュコーナーでお引き出しできて便利です。

年 金 振 込 サ ー ビ ス 厚生年金や国民年金をはじめ各種共済年金などもろうきんで受け取ることができ、退職高齢者の方に役立っ
ています。

外 貨 両 替 業 務 サ ー ビ ス 外貨の両替業務を取り扱っています。（取扱店舗：本店営業部・富山支店・福井支店）
お取り扱い通貨はUSドルです。

代 理 業 務 サ ー ビ ス 独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人雇用･能力開発機構、独立行政法
人勤労者退職金共済機構、独立行政法人福祉医療機構、地方住宅供給公社などを取り扱っています。

公 金 収 納 サ ー ビ ス 各自治体の公金（税金、保険料など）の収納業務を取り扱っています。

ろ う き ん 住 宅 ロ ー ン
専 用 火 災 共 済 窓 口 販 売

当金庫住宅ローンご利用の方だけにお手頃な掛金で加入いただける共済期間１年（自動更新）の火災共済です。
地震・風水害から盗難まで幅広く保障する自然災害共済も追加して加入できます。

ろ う き ん 住 宅 ロ ー ン
総 合 保 険 窓 口 販 売

当金庫住宅ローンご利用の方だけに長期にわたって ｢新築できる ｣保険金をお支払いする火災保険です。
｢スタンダードプラン ｣、｢ベストプラン ｣にさらにプラスの安心として地震保険・家財保険が追加加入できます。

種          類 内          容

確 定 拠 出 年 金 確定拠出年金は、従来の企業年金などに加え新たな選択肢の一つとして導入された制度です。

※当金庫では、商品有価証券売買業務、外国為替業務、社債受託及び登録業務、金融先物取引等の受託等業務、信託業務は行っていません。
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